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食品安全委員会 国際専門家招へいプログラム 

「食品安全の明日をともに考える国際シンポジウム」 

議 事 録 

 

 

１．日時 平成28年３月18日（金）14:00～17:00 

 

２．場所 日本学術会議講堂 

 

３．プログラム 

 14：00 開会挨拶 

         食品安全委員会委員長 佐藤 洋 

 14：10 シンポジウムの趣旨及び食品安全委員会事務局の取組の紹介 

         食品安全委員会事務局評価第一課評価技術推進室長 高崎 洋介 

 14：35 基調講演会「食品に起因する疾病の負荷～ＷＨＯによる世界推計～」 

ＷＨＯ（世界保健機関）食品安全・人畜共通感染症部部長  

宮城島 一明 

      休憩（10分） 

 15：15 パネルディスカッション「食品安全の明日」 

     モデレーター：食品安全委員会委員 堀口 逸子 

            食品安全委員会事務局次長 東條 功 

     パネリスト 

      畝山 智香子 国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第三室長 

      鬼武 一夫  日本生活協同組合連合会品質保証本部安全政策推進部長 

      川村 孝   京都大学環境安全保健機構健康科学センター長 

      松永 和紀  一般社団法人Fooｄ Communication Compass編集長 

      宮城島 一明 ＷＨＯ（世界保健機関）食品安全・人畜共通感染症部長 

      佐藤 洋   食品安全委員会委員長 

      姫田 尚   食品安全委員会事務局長 

16:55  閉会挨拶 食品安全委員会事務局長 姫田 尚 

17:00  閉会  

 

４．配布資料 

 ・議事次第 

 ・配布資料一覧 

 ・講演資料１（食品安全委員会事務局 高崎 洋介） 
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・講演資料２（ＷＨＯ 宮城島 一明氏） 

・講演資料３（国立医薬品食品衛生研究所 畝山 智香子氏） 

・講演資料４（日本生活協同組合連合会 鬼武 一夫氏） 

・講演資料５（京都大学環境安全保健機構 川村 孝氏） 

 ・講演資料６（一般社団法人Food Communication Compass 松永 和紀氏） 

 ・プロフィール 

 ・アンケート 

 ・内閣府食品安全委員会からのお知らせ 

（ホームページ、メールマガジン、Facebookなどの御案内） 

 

５．議事内容 

○高崎室長 お待たせいたしました。ただいまより「食品安全委員会 国際専門家招へい

プログラム 食品安全の明日をともに考える国際シンポジウム」を開催いたします。 

本日の司会を務めさせていただきます食品安全委員会事務局の高崎と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず初めに、食品安全委員会委員長・佐藤洋より御挨拶申し上げます。佐藤

委員長、よろしくお願いいたします。 

 

○佐藤委員長 皆さん、こんにちは。食品安全委員会の佐藤です。「食品安全の明日をとも

に考える国際シンポジウム」の開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

本日は、お忙しい中、このように多くの皆様に御出席いただき、誠にありがとうござい

ます。また、日ごろより食品安全委員会の活動に御理解と御協力をいただいていることに

対し、感謝申し上げたいと思います。 

 食品安全委員会は、科学に立脚したリスク評価を客観的かつ中立・公正に行っており、

より迅速かつ正確性の高い評価と、国際的な動物愛護の観点から、in vivo、in vitroから

in silicoへの流れを加速化するために、本年度から評価技術企画室を設置しております。

今般、この機会に、食品安全に関し各方面で御活躍されている専門家の先生方を国内外か

らお招きし、食品安全の明日をともに考えてみようということで、この国際シンポジウム

を企画いたしました。 

基調講演は、世界保健機関食品安全人畜共通感染症部長として御活躍されている宮城島

博士にお願いしております。宮城島博士には、遠路はるばる帰日して御講演いただけます

ことに感謝申し上げます。 

また、パネリストとして御参加いただく国立医薬品食品衛生研究所の畝山第三室長、日

本生活協同組合連合会の鬼武部長、京都大学の川村教授、Food Communication Compassの

松永編集長からも話題提供をいただくことになっております。 

どなたも食品安全分野の第一線で御活躍されている方々であり、今後の食品安全につい
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て考える上でとても有意義な会になると確信しております。本日のシンポジウムが皆様お

一人お一人にとって、食品安全について理解を深めていただくよい機会となることを祈念

いたしまして開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。 

 

○高崎室長 本日のシンポジウムですが、趣旨を一言で申し上げますと、先ほど佐藤委員

長からも御説明のありましたように、リスクを正確に理解するためにどうしたらよいか、

どう向き合っていけばよいか、皆さんと一緒に考える機会として開催するものです。 

食品安全委員会では、体制、人員を強化しまして、食品のリスクをより正確に評価し、

わかりやすく具体的に理解するための新しい方法や考え方を積極的に取り入れ、食品の安

全をより一層進めております。 

 本日のプログラムの流れですが、まず、私から食品安全委員会の新しい取組などを御紹

介させていただいた後に、世界保健機関の宮城島部長に基調講演いただきたいと考えてご

ざいます。その後、休憩を挟み、パネルディスカッションを行いたいと考えてございます。 

 それでは、早速でございますが、最初のプログラムに入りたいと思います。まず、私か

ら「リスクとの上手な付き合い方」ということで、この会の趣旨等について御説明させて

いただきます。 
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シンポジウムの趣旨及び食品安全委員会事務局の取組の紹介 

食品安全委員会事務局評価第一課評価技術推進室長 

高崎 洋介 

 

○高崎室長 内閣府食品安全委員会事務局の高崎と申します。どうぞよろしくお願いしま

す。私からは、「リスクとの上手な付き合い方 食品安全委員会の新しい取組」と題しまし

て、このシンポジウムのテーマやトピックについて、およそ20分弱でお話を進めていきた

いと思っております。 

内容でございますけれども、お手元の資料もございますが、一部、スライドにしかない

ものもございますので、ぜひ、スライドをご覧いただければと思います。 

私のプレゼンでは、このスライドにありますように、多くの方は御存じかと思いますが、

「１．リスクってそもそも何？」ということで、リスクとハザードの関係や、それぞれの

言葉のイメージ・概念について御説明したいと思います。その次に、「リスクをより詳しく

わかりやすく」ということで、食品安全委員会事務局の新しい取組である「リスクを見え

る化」するということ、つまり、リスクを数値化、定量化とも言いますが、そのお話。ま

た、「科学は、第三の科学へ！」ということで、コンピューターを用いたシミュレーション

科学を食品の安全評価にも取り入れるというお話をさせていただきます。最後に「３．リ

スクの伝え方と受け取り方」としまして、近年注目されております行動経済学の知見も御

紹介しなから、より正確なリスク認知、それに基づく好ましい行動変容につながるリスク

コミュニケーションについてお話をさせていただければと思います。 

 それでは、まず「リスクってそもそも何？」です。 

 昨年10月26日、御記憶のある方もいらっしゃるかもしれませんが、ＷＨＯの研究機関で

あるＩＡＲＣ（国際がん研究機関）が、加工肉を「ヒトに対して発がん性がある（グルー

プ１）」、赤肉、ＷＨＯはred meatと言っていますけれども、「ヒトに対しておそらく発がん

性がある」という分類にするという発表がありました。 

この発表に世界は驚きまして、いろいろな反応がありました。同じグループ１の中には

喫煙やアスベストなどがありますが、本当にお肉というのはこれと同じぐらい危険なので

しょうか。このことを正しく理解するためには、食べ物の安全を考える上で最も大切なリ

スクとハザードという言葉の関係、概念の関係について理解することが必須です。 

 まず、食品のリスク、日本語で言うと危険性は、健康への悪影響が起こる確率と、その

悪影響の程度で表せます。これは食品の持っている有害性、横文字で言うとハザードと言

っているものですけれども、日本語で言うと危険因子や危害要因と、ヒトの体への吸収量

の掛け算で表されるということです。赤肉・加工肉について、日本人について考えてみま

すと、今回のＩＡＲＣの発表は、これまでの研究を総合すると、加工肉、red meatの過剰

摂取が発がん性と関係がありそうだという、発がん性の確からしさのみについての発表で

ありました。我々のからだに影響があるかどうかを考えるときには、我々がどれだけ食べ
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ているかを考えることが重要です。それを見てみると、日本人の摂取量は、世界的に見て

も最も摂取量の少ない国の一つであると言われています。これを掛け合わせて考えてみる

と、日本人において肉の摂取の大腸がんへの影響はないか、あっても小さいと言えるとい

うことです。このように、○○が危険だというニュースを聞かれた場合には、その情報が

食べている量も踏まえたリスクに関する情報なのか、それとも物質の性質だけについて言

っているハザードの情報なのかを注意することが必要です。 

リスクは影響の強さと食べる量の掛け算だという御説明をしましたが、これをもう少し

イラストを交えて考えてみたいと思います。リスクの強さは食べる量と掛け合わせた面積

であらわされると申し上げましたので、どんなにハザードの影響の大きさが強くても、毒

性が強くても、食べる量が少なければ、このようにリスクは小さい。一方で、毒性が弱く

ても、食べる量が多ければ、リスクとしては、このように大きくなってくることになりま

す。 

さて、ここで少し話は変わりまして、食べ物について、皆さんが知りたいこと、また、

専門家の先生が伝えたいことの違いについて考えてみたいと思います。恐らく多くの国民

の皆さんは、その食べ物が安全なのか、危険なのか、また、ニュースで危険と言ったけれ

ども、どうすればいいのか、安全な食べ物を家族や自分も食べたい、食べ物で長生きした

いとお思いのことだと思います。 

一方で専門家は、食べ物の特性と食べる量、両方大切である。リスクはあり・なしでは

なくて、「確率」として表現されるもの。また、「安全な食べ物」があるのではなくて、「安

全な食べる量」と「危険な食べる量」があるのだということ。また、食べ物全体で考えた

い、このようなことを考えています。 

この中で一番大きな考え方のギャップだと私が考えるのは、一般の方々は、リスクはあ

る・ないという２つの状態しかないのではないかと考えがちであるということです。特に

食べ物については、リスクはあってはならないと思われることが多いようです。 

先ほどリスクは確率ですと申し上げましたが、それをお酒を例に考えてみますと、横軸

が飲む量、縦軸が体への影響ということですけれども、お酒を飲む量が多くなるにつれま

して、顔が赤くなったり、陽気になったりする、ろれつが回らなくなったりするというよ

うなお酒の影響が、個人レベルではその程度が大きく、また、集団レベルではそのように

なる人の割合がふえていくということになります。このように、食べれば食べるほど、食

べた物の影響が出る確率と、その影響の程度は大きくなるということが一般的に言われて

います。 

 他方で、栄養を含む食べ物については、不足についても注意しないといけません。この

例ではビタミンＡを取り上げていますけれども、妊婦にとって、不足していても、過剰に

なっても、赤ちゃんに影響が出ると言われています。 

ここまでが食品安全の基本的な考え方の御説明でした。ここからは、リスクをより詳し

く評価し、それをわかりやすく伝えるための食品安全委員会の新しい取組を御紹介いたし
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ます。 

 これはお手元の資料にはありませんが、よくニュースで○○が危ないと報道しますし、

国は難しいことを言って、リスクがあるとか、懸念があるとか、懸念がないとは言えない

みたいな表現をします。それだけでは、一体どれだけリスクがあるのか、どれだけ危険な

のかということがなかなかわからない。危険だけではよくわからないし、どうすればいい

のかということがなかなか伝わらないと思います。 

 これらに関しまして、リスクをより詳しく知るために、国際的にいろいろな方法が開発

されたり、導入されています。これを私たちは「リスクの見える化」と呼びたいと思いま

す。横文字がいっぱい出ますけれども、ここに書いてあるようないろいろな新しい方法を

使えば、リスクの程度や確率などが数字として表現できます。リスクが数字として表現さ

れると、私たちはそれを比べることによって、本当に気をつけるべきリスクを見極めるこ

とができるようになってきます。食品安全委員会の事務局では、先ほども申し上げました

ように、今年度に評価技術企画室という部署をつくりまして、これらの新しい方法を積極

的に導入していこうとしております。横文字ばかり出てきましたので、具体的にこのリス

クの見える化の例を御説明していきたいと思います。 

 ＤＡＬＹｓ（障害調整生存年）という考え方があります。ＤＡＬＹｓというのは、さま

ざまな原因による死亡と障害の負担の程度を比較できるように、その負担を数値化（定量

化）するための指標として国際的に用いられているものです。人もお金も時間も有限の限

られた資源ですので、本当に力を注ぐべき優先順位を考えるときに、これらの数字が使わ

れます。 

去年、食品安全委員会では、ヒラメの寄生虫であるクドアという寄生虫を評価しました。

クドアに感染すると、腹痛や減量、嘔吐などがあらわれます。症状があるというだけでは、

どの程度影響があるかはわかりません。私たちは、日本人がクドアの食中毒によってどの

程度影響を受けているかを、このＤＡＬＹｓという方法を用いて計算してみました。そう

すると、この値は大きいほど影響が強いのですが、クドアについては1.54という数字でし

た。 

これだけではまだわからないので、ほかのものと比べてみることにします。ノロウイル

ス、毎年冬に流行るものですけれども、同じように計算してみると、515という数字でした。

また、鶏の生肉などにいるカンピロバクターという細菌は6.099という数字でした。こうや

って比べてみますと、私たち日本人にとって、何により気をつけなければならないかとい

うことが、数字という客観的な指標で判断できるようになりました。 

 また、ＷＨＯでも食品由来疾病の世界的負担を推計されておりまして、これは食品に由

来する病気の負担について、世界と地域レベルで推計した初めてのレポートということで、

この後、宮城島先生から御紹介いただきます。 

 先ほど虫眼鏡の中にＭＯＥ、ばく露マージンと日本語では言いますけれども、言葉が出

てきました。これも「リスクの見える化」の指標として使えるものです。ばく露マージン
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とは、私たちが摂取している量と、動物実験で影響があった量がどれくらい離れているか

という指標です。大きい数字ほど影響が出る量から離れているということで、安全側であ

ると解釈されるものです。 

食品安全委員会では、加熱した野菜に含まれる発がん性が指摘されるアクリルアミドに

ついて、この方法を用いて評価しています。まず、アクリルアミドの毒性の評価として、

動物実験でがんを増やす摂取量が170～300マイクログラムとわかりました。申し上げたよ

うに、リスクがあるかどうかは食べる量を考慮することが非常に重要です。それを計算し

てみると、この小さい粒が食べる量として、イメージとしてあらわしているのですけれど

も、平均的な日本人の摂取量が0.24マイクログラムでした。この差がおよそ1,000倍ありま

した。一般的に、発がん性については、この差が１万倍未満だと、食べる量を減らすため

の対策が必要ですとされていますので、食品安全委員会ではできるだけアクリルアミドの

摂取量を減らしていきましょうと説明しています。このように、食べる量も考慮した安全

性の指標を、より積極的に取り入れようとしてきています。 

 ここで、アクリルアミドの話が出ましたので、少し寄り道をしてみたいと思います。食

べ物全体で考えることの大切さについて、野菜の例を少し考えてみたいと思います。野菜

には、先ほど御説明したように、アクリルアミドのほかに、ジャガイモのソラニンなど、

体に有害とされるものも含まれています。しかし、それ以上に数多くのビタミンやミネラ

ル、炭水化物など、健康に欠かせない成分が多く含まれています。また、野菜を食べるこ

とはがん予防に効果があることが多くの研究でわかっております。特定の成分に注目し過

ぎず、特定の食べ物に偏らないように、食べ物全体で考えることにも注意することが生活

の中では重要です。 

 ここで少しテーマは変わりますが、食品安全委員会ではコンピューターによる計算予測

科学を応用して、素早く正確なリスク評価を導入することも目指しています。コンピュー

ターの技術的進歩や学問の進展によって、シミュレーションによる計算予測科学が多くの

分野で応用がされてきております。食品安全のリスク評価でも、動物実験、これをin vivo

と言います。あと、細胞などを用いた実験をin vitroの実験と言います。これに加えて、

コンピューターを用いた毒性予測、in silico、シミュレーションによる摂取量の評価の導

入なども進めていこうとしております。 

 ここまでが食品安全委員会の新しい評価手法等についての御説明でありました。最後の

「３．リスクの伝え方と受け取り方」についてお話しさせていただきたいと思います。 

こちらはお手元にありませんが、最初に１問、クイズを出してみたいと思います。ジハ

イドロジェン・モノオキサイドという物質が1990年、カリフォルニア大学によって報告さ

れました。この物質は多くの食品に含まれておりまして、吸引すると死亡したり、重篤な

火傷の原因にもなり得ます。用途としては、各種のジャンクフードや多くの食品に添加さ

れたりしています。さて、この物質を規制すべきでしょうか。そう思う方は挙手を。 

さすが、引っかかる方はいらっしゃいませんでしたね。こちら、答えは水です。ジハイ
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ドロジェン、水素が２つで、モノ１つの酸素ということで、水です。これはただの水なの

でが、先ほどした説明は事実であるのですけれども、極端な説明をすることによって、聞

き手に恐ろしい物質であるかのように誤認させるために使われるジョークです。インター

ネット上には、ジハイドロジェン・モノオキサイドの危険性をもっともらしく伝えるウェ

ブサイトが数多くつくられまして、2003年にカリフォルニア州のある市の議会で、真に受

けた担当者がこの規制の決議を試みるという珍事も起きたりしているものです。このよう

に、ただの水であっても、伝え方次第では全く異なる印象を与えることの例として御紹介

させていただきました。 

 ということで、私たちは感情を持った生き物であるがゆえに、このように正確に捉えら

れないということが起こり得るわけです。私たちには感情がありまして、時に喜んで、時

には不安です。科学的に正しいことを常に合理的には判断できないですし、正確に理解す

ることは難しいものです。 

 人間には感情がありまして、合理的ではない判断や行動をするものです。人間がどのよ

うに物事を認知して、それに基づいて選択、行動するか、また、その不確実性について研

究する学問として行動経済学というものが実社会に応用されています。例えば、左上のオ

バマ大統領は行動経済学の知見を政策へ応用しており、イギリスの内閣府では、行動経済

学の知見を政策に利用するためのチームがつくられたりしています。まだまだ我々も情報

を収集しているところなのですけれども、リスクをより正確に伝えるために、このような

学問的な知見を活用していくことが重要であると考えています。 

 そして、このスライド、ちょっと字が小さいですけれども、いろいろな媒体を通じた各

種取り組みのステップを通じまして、人間の特性を理解して、より適切なリスク受容、行

動変容につながるような、より伝わる、わかるリスクコミュニケーションへつなげていき

たいと考えています。 

また、少し余談になりますが、食品安全委員会では、いわゆる「健康食品」について、

報告書を昨年末に出しました。ちまたにはいろいろな、健康になるとうたっている食品が

あるわけですけれども、この報告書の中には、皆さん自身でも、その情報が本当に信頼で

きるかどうかを判断するためのヒントが散りばめられていますので、今日、お配りしてお

りますので、ぜひ御参考にされてください。 

 私からのお話は最後になりますが、これまで国がシンポジウムをやるというと、上から

一方通行のことが多かったように思いますが、今日は、ここにいる皆さんが主役です。今

日のこの機会が食品安全について、一人称、つまり、私たちの食品安全を一緒に考えるき

っかけになりましたら、企画した者としては大変うれしく思います。 

それでは、限られた時間ではございますが、有意義なシンポジウムになりますよう、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございます。この後、パネルディスカッションもあるのですけれども、この
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場で、語句の意味であるとか、簡単な御質問は幾つかお受けしたいと思っております。 

 

○質問者Ａ ありがとうございます。 

 リスクの評価の際に、さまざまな要因があると思うのですけれども、例えば、経済的な

要因が指標化されることによって、利益を得る主体もあれば、それによってリスクを負っ

てしまうという、そういった主体の違いということもあり得ると思うのですけれども、こ

ういった要因を評価するという手法はあるのでしょうか。 

 

○高崎室長 御質問ありがとうございます。 

そのお答えをする前に、御存じの方もいらっしゃると思いますが、日本ではリスクアナ

リシスという大きなコーデックスの枠組みを取り入れています。食品安全委員会は、その

リスクアナリシスの中でリスクアセスメントを担当することになっています。おっしゃっ

ていただいたような経済的な影響であるとか、社会的な影響、技術としての実現可能性等

については、厚労省や農水省のリスク管理機関でされています。この後、宮城島部長から

もお話があると思いますが、今回のＷＨＯのＤＡＬＹｓの試算では、そのような側面も検

討されたと伺っておりますので、また後ほどそういうお話をお聞きいただけるのかなと思

っております。 

 

○質問者Ａ ありがとうございます。 

 

○高崎室長 それでは、続きまして、本日は、食品安全の国際舞台で御活躍されていらっ

しゃいますＷＨＯ（世界保健機関）の宮城島一明先生をお招きしておりますので、御講演

をいただきたいと思っております。 

 御講演の前に、簡単ではございますが、御経歴を御紹介させていただきます。宮城島先

生は、1985年に東京大学医学部を卒業され、1990年にフランス国立行政学校で国際課程を

修了、1993年に昭和大学で医学博士号を取得されています。 

 また、1986年から厚生労働省、当時の厚生省に入省され、1994年からＷＨＯ食品栄養部

食品安全課にて御勤務されまして、1998年からは京都大学大学院医学研究科助教授、2003

年からはコーデックス委員会事務局長に御就任され、その後、2009年からＯＩＥ次長兼科

学技術部長を経て、2013年から現職でいらっしゃいます。 

 本日は、「食品に起因する疾病の負荷 ＷＨＯによる世界推計」と題しまして御講演をい

ただきます。宮城島先生、どうぞよろしくお願いいたします。 
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食品に起因する疾病の負荷 ～ＷＨＯによる世界推計～ 

ＷＨＯ（世界保健機関）食品安全・人畜共通感染症部部長 

宮城島 一明 

 

○宮城島部長 予定よりも早く進んでいるようですね。宮城島と申します。よろしくお願

いします。20分ほど御付き合いいただきます。 

スライドをお見せする前に、アンケート調査から始めたいと思います。皆さんの中で、

この１年間に、食べものが原因でおなかを壊して下痢をした覚えがあると思われる方、ち

ょっと手を挙げていただけますか。その程度ですか。60人ぐらいの方が手を挙げておられ

ますかね。この中で、私は１回だけではない、２回ぐらい下痢をした覚えがあるという方

はおられますか。やはりおられますね。15人ぐらいになりましたね。３回はおなかを壊し

ていると思われる方はおられますか。まだ１人おられますね。ありがとうございました。

最初、大勢の方が手を挙げられましたけれども、もう一回、お尋ねします。食べ物のせい

でおなかを壊して、お医者さんに行かれた方、おられますか。おひとりで苦しまれた。家

で七転八倒して。ああ、そうですか。わかりました。 

今の実験でわかったのですけれども、食中毒の統計というのは、正確にとるのが難しい

のですね。たとえば交通事故で亡くなる方の場合、死亡統計はかなり正確です。事故で死

んだ後、私の記憶はなくなるわけですけれども、私の死体はお医者さんによって検案され

て、死体検案書に、この人は交通事故で死んだというところにチェックがついて、厚生労

働省の統計情報部で交通死亡事故の死体としてカウントされるわけです。それだけではな

くて、警察は警察で、事故で死亡した人の人数を把握しておりますし、日本のような国で

あれば、大抵の人が保険に入っておりますから、保険会社でも死亡保険金の支払いをする

ということで数が把握される。ですから、数がほとんど100％捕捉されているだけではなく

て、いくつもルートから独立して統計を把握できるというすごさがあるのですね。 

これに対して、食品に起因する病気で亡くなる場合はどうでしょうか。先ほど挙手して

いただいたように、病気になった方はかなり大勢おられましたね。今日は会場に二百数十

人見えておられるということですから、60人となりますと、40％ぐらいの方がそういう経

験をされているわけです。しかし、本当に食品が原因だったのかどうか。皆さんがそう思

われただけで、実は食品でなかったかもしれません。さらに、病気になった方のうち、ほ

んの一握りの方がお医者さんに行かれる。最終的に非常にひどい下痢になって亡くなられ

たとしても、お医者さん、あるいは医療機関では、それを食中毒として報告しないかもし

れない。単に急性下痢症で亡くなったということでおしまいになって、食品との因果関係

は最後まで明確にならないままかもしれない。こういう事情がありますので、統計の上で

正確に食品の汚染に起因する病気にかかられた方の数、また、亡くなられた方の数を把握

するのはとても難しいのです。 

どういうことかと言いますと、さきほどの例の交通事故であれば、国土交通省で道路を
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つくる人たち、あるいは学校教育で交通安全教育をする人たちにとってみれば、日本で何

人の方が交通事故で亡くなっているという正確なデータがありますから、これらの命を救

うためには、何億円かかろうとも立体交差をつくるべきだ、歩道橋を造るべきだという明

確な根拠を示せるわけですね。 

これに対して、食品に起因する病気の場合には、明確なデータがないものですから、国

のレベル、あるいは地方公共団体のレベルで、食中毒対策にもっと投資したいので予算を

つけてくださいと言っても、財政当局のほうでは、食中毒、そんなに問題になっていない

でしょう、といわれたら反論できない。データがないものですから、泣き寝入りするしか

ない状態になっていた。この状況を何とかしようと、ＷＨＯが12年ぐらい前から仕事を始

めたのです。 

 世界中でどのくらいの人が食品に感染する病気でひどい目に遭っているのか、数を出そ

うという試みをＷＨＯは2007年に始めました。専門家グループを立ち上げて、Arie 

Havelaarというオランダの教授にリーダーになってもらいました。それがようやく去年、

結論を出すことができました。ほぼ10年間かかったということです。その間にＷＨＯの食

品安全部長は３人交代しました。途中で挫折する可能性も十分にあった、危険なプロジェ

クトでございましたけれども、世界中、100人以上の研究者の献身的な努力で、ようやく最

終場面にこぎ着けることができました。 

なぜＷＨＯは危険な賭けに出たのか。それには大きな理由がありました。まず、食中毒

ははっきりとした疾病統計がないために、政治的な注目を集めることがなかった。また費

用効果と申しますか、どれくらい投資したらどのくらいの数の人の命を救えるかとか、そ

ういうデータがなかった。データを出せば、今まで隅に置かれていた食品安全の問題に注

目を集めることができるのではないかと。 

それから、先ほど高崎先生の説明にありましたように、食中毒対策と一口に言っても、

幾つもある感染症や病気の中で、どこから手をつけたらいいかわからない。判断を間違っ

て、インパクトの低い病気にかかわり過ぎたり、少しの投資ですぐに効果が見込めるよう

な病気が野放しになると困るわけです。データがあれば、そういうことがないように、疾

病の優先づけをできる。 

しかも、その優先づけは恐らく国によって違うのです。日本で一番問題になっている病

気が、必ずしもインドネシアで一番問題になっている病気とはかぎらない。これはやはり

国ごと、あるいは地域ごとに見ていく必要がある。そこで、ＷＨＯが旗を振ることで、各

国政府にもう少し興味を持ってもらいたい。日本とは異なり、疾病の届出などの法律の枠

組みが何もない国もありますし、法律の枠組みがあっても、それが守られていない国もご

ざいます。そういう意味で、各国、地域の統計的な底上げもやっていきたいということで

始まった専門家グループであります。 

 100人以上の研究者を巻き込んだグループですので、幾つかサブグループをテーマごと

につくって、それぞれのリーダーにまとめをお願いしました。その仕事が、去年の12月、
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ようやく結果がまとまりまして、ジュネーブで記者発表を行い、その10日後ぐらいにアム

ステルダムで結果の発表会と討論会を行いました。 

 具体的に内容をかいつまんで申し上げますけれども、最初の特徴は、５歳未満の人たち

の被害と、５歳以上の人たちの被害を分けて出したということ。 

 次に、３つの指標を使ったこと。１つは発生数、１年間に病気になった人の数です。病

気になって死ぬ方もあれば、回復される方もある。そして、死亡数です。亡くなった方は、

前年とか、前々年に発症して、２年後に亡くなられたという方がありますから、発生数の

内訳ではないのですけれども、それに近い。３番目が、先ほど高崎先生のお話にありまし

た、ＤＡＬＹｓという指標です。この３つで結果をあらわすことになりました。 

ＤＡＬＹｓというのが公衆衛生の世界で最も使われている指標なものですから、それを

中心に発表しようとしたら、ＷＨＯの広報部から、宮城島さん、ＤＡＬＹｓなんて言った

って誰もわかりませんよ、一般の人、メディアもわかりやすいのは、何人の方が亡くなっ

たか、何人の方が病気になったかで、そちらの数字でいきましょうと言われ、そちらを中

心に発表したのですけれども、後で私、研究者グループから突き上げを食らいました。何

てことをしてくれるのだ、ＤＡＬＹｓを計算するためにものすごくみんな頑張ったのに、

その辺を全然公表しないで、発生数と死亡数ばかり公表するとはけしからん、と怒られま

した。もっともです。 

基本になるデータは2010年のデータを使いました。記者発表したときに、今は2015年で

すよ、何で2010年の結果を今ごろになって発表しているのですかと質問されましたけれど

も、実際には、2010年のデータを各国が集計してＷＨＯに報告が来たり、結果が専門誌に

載ったりするまでに２年ぐらいかかりますから、そのデータを突き合わせて、不正確で使

えないデータ、そのまま使えるデータ、加工しなければいけないデータを全部より分けて、

いろいろ計算してシミュレーションしているうちに３年ぐらい経ってしまうということで

す。 

実は、食品の中に含まれる危害因子は何百もある。病気の原因になる病原体、化学物質、

その他かなりマイナーな化学物質まで含めれば数千になるわけですが、それを全部解析し

ていたら、発表するまでに恐らく100年ぐらいかかると思うのです。それでは困るというこ

とで、対象にする危害因子を31に絞りました。ですので、本日、皆様にお見せするデータ

は、食品に起因する病気の全体像ではなくて、その中のハイライトということになってお

りますので、実際の疾病負荷はそれよりも大きい。では、一体どのくらい大きいのか、何

割ぐらい大きいのか、２倍なのか、３倍なのかと言われても私には答えられませんが、そ

ういうつもりでお聞きください。 

それから、世界を14地域に分けて結果を計算しました。ですから、国別の推計ではござ

いません。それについては後で説明いたします。 

 これが、英語のスライドで申しわけないのですけれども、対象にした病気の原因であり

ます。寄生虫も、細菌も、重金属もありますし、ウイルスもあるということです。この図
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で青色で示しているヒ素、カドミウム、鉛、メチル水銀については、非常に計算が難航し

ておりまして、まだ専門誌に発表していません。今年の夏ぐらいまでには何とか結果を出

したいと思っております。これが出れば、世界の疾病負荷も少し数字を上乗せしなければ

いけないのかなと思っております。それから、幾つかの病原体については全くデータが得

られていない地域が世界の中にございますので、世界全体をカバーすることができません

でした。世界全体をカバーしたのは31のハザードだけということになっております。 

世界を14の地域に区分した理由をご説明します。日本は、ＷＨＯの区分では、西太平洋

地域に分類されておりますが、西太平洋地域を２つに分けまして、西太平洋地域のＡグル

ープには、日本、オーストラリア、ニュージーランドが入り、そのほかの中国、モンゴル、

ベトナム、ラオスなどは西太平洋地域Ｂとなっております。これ以上の解像度を出そうと

すると、かなり誤差が大きくなってきてしまうものですから、そこで妥協したということ

でございます。 

米州大陸を例に取れば、カナダとアメリカとキューバでＡグループ、残りの南米を２つ

に分けて、全体で３つに分けているという形になっております。 

 簡単にＤＡＬＹｓの説明をいたします。私は専門家ではないので、あまり深入りしませ

んけれども、病気によって障碍の程度が違うわけですから、それぞれの重み付けをするこ

とになります。例えば、寄生虫の場合で、中枢神経系が冒されたまま生きることになる場

合の障碍の重みは0.42と。この係数が１になると死んでいるのと同じことになります。ゼ

ロの場合には、全くぴんぴんしている。係数が0.5に設定された障害の状態は、その人が10

年生きているというのは、健康に５年生きて、その後、死んでしまうのと、大体価値が同

じだろうと、そう仮定するわけです。 

例えば、ダイオキシンが原因で不妊症にかかってしまったまま生きると、生きている価

値が６％ディスカウントされると、そういうような意味です。あるいはアフラトキシンが

原因で肝臓がんになって、治療は受けているという場合、その人の人生の価値が３割引に

なる。転移が始まると５割に割引率が上がるというような考え方です。 

 全体結果ですけれども、さっき申し上げました31の危害因子のいずれかで病気にかから

れる方が、世界で毎年６億人。約10人に１人ということになります。ここで先ほど取らせ

ていただきましたアンケート調査の結果、部屋に大体210人の方がおられて、60人ぐらいの

方が手を挙げた。そうすると、10人に１人どころではないです。10人に４人ぐらいです。

しかも、これは世界中の平均ですから、日本みたいに比較的清潔で、衛生観念もはっきり

している国ですら、ひょっとしたら、この数よりも多いかもしれないということになりま

すと、１つは、先ほど手を挙げられた方の何人かは、食べ物が原因だと御本人は思ってい

らっしゃるけれども、実は違うかもしれないということもあります。それがちょっと数を

押し上げたのかもしれませんし、その一方で、ＷＨＯの推計は、さっき言った31の危害因

子しか見ておりませんし、その中には日本で少なくない感染症が入っていなかったりしま

すので、そういうような誤差もあり、数字が上下した可能性があります。感覚的には、こ
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のＷＨＯのデータはかなり保守的で、低目に推計しているという印象を持って、きょう皆

様にお帰りいただけると、私はありがたいと思います。 

 注目していただきたいのは、世界の総人口で５歳以下の子どもは全体の９％しか占めて

いないのですけれども、死亡数の中で見ますと、42万人のうちの12.5万人ですから、４分

の１以上です。だから、人口比にしてみると、５歳以下の子どもが相当割を食らっている

ことがわかると思います。 

 次に、先ほど申し上げたＤＡＬＹｓです。食に起因する疾病のせいで3,300万ＤＡＬＹｓ

の損失が出ております。その疾病負荷のうち、2,700万ぐらいは、本来生きるべき人生を失

った分。560万ぐらいは、人生は失わなかったのだけれども、その人生は障碍とともに生き

ることによって失われた分。ですから、死亡がかなり高い構成になっております。ＤＡＬ

Ｙｓはどんな病気でも計算できるわけですけれども、慢性的で、余り人が亡くならないよ

うな病気、障碍が前面に立つ病気とは異なり、食に関する病気の場合には、直接命を取ら

れるという部分が多いということになります。 

あくまで御参考までに申し上げますと、食品に由来する病気の疾病負荷が3,300万ＤＡ

ＬＹｓ。世界のＤＡＬＹｓ損失のトップは肺炎でございまして、肺炎が大体9,000万ぐらい。

エイズが大体8,000万。虚血性心疾患が大体6,000万です。 

結核は大体3,500万と言われております。結核は単一の病原体による病気ですが、エイズ、

マラリアと並ぶ世界の３大疾病のひとつです。食に起因する病気を足し合わせると、ＤＡ

ＬＹｓの点で結核に匹敵するくらいの重みがある、そういうイメージを持っていただいて

も、それほど間違いではないと思われます。 食に起因する疾病の発生数と死亡数につい

て世界のデータを比べてみますと、やはり地域によってかなり違う。一番重たい頸木を背

負っておるのがアフリカと南東アジアです。特定の地域に偏っている病気が結構ありまし

て、コンゾという病気は、御存じでない方が多いと思います。アフリカではキャッサバと

いう地下茎をさらしてつくる粉を主食にしておられる人々がいますが、さらし方、精製の

仕方が十分でないと、植物自体がもつ青酸化合物の中毒にかかってしまう。最初は歩くの

が大変になる、杖をつくようになって、最後は麻痺して地べたに座ったままになってしま

う病気。これはもちろんキャッサバ粉を食べる地域にしかありません。腸チフスやＡ型肝

炎は南東アジアに集中していますし、かび毒でありますアフラトキシンに起因する死亡の

７割は西太平洋地域に集中しています。特にアフラトキンに起因するであろう肝臓がんは、

毎年１万人ぐらいが発症している。このうちの全員が亡くなられるわけではないのです。 

アフラトキシンも含めて、化学物質については、推計するときの手続が非常に難しゅう

ございました。というのは、ばく露というのは、人生にわたって、子どものときから、あ

るいは胎児のときからばく露が続いて、何十年かたって初めて病気になるわけなので、ば

く露と発症との関係についていろいろなモデルが考えられるのです。ですから、どのモデ

ルを使うかということで、研究者は非常に悩みました。 

その一方で、世界中のがん統計というのがあるのです。世界の中で、どこの国、あるい
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はどの地域では、毎年何人の方が肝臓がんになっているという統計があるのです。そうす

ると、我々はデータを持ってその部局に行って、分け前をもらわないといけないのです。

世界中の肝臓がんの死亡数以上の死亡数を、アフラトキシンを原因とする死亡に帰するわ

けには行きませんから。統計と統計の間の整合性をとる、そういうやりとりをするのに非

常に時間がかかりました。それも結果発表までに10年かかった理由の一つであります。 

 最後のまとめに入っていきますけれども、今回は疾病の原因として、水と食品を区分け

したというところが非常に画期的です。以前は、毎年、下痢で何人の方が亡くなっており

ますということしかＷＨＯは言っていなかったのです。その下痢の原因は、悪い水を飲ん

だのか、悪い物を食べたのか、それとも単にお手洗いに行ったあと手を拭かなかったせい

なのか、その辺がわからなかったわけです。それが今度は食品だけを取り出すことができ

た。 

世界を14の地域に割ったという点では、地理的解像力がいまひとつです。これでは困る、

どうしてもわが国の単独の推計が欲しいという国には、国単位の推計をするときに役立つ

ツールを数カ月以内に完成することになっております。 

 ＷＨＯのウェブサイト上に、今回のデータに直接アクセスできるページがございます。

今、リアルタイムで皆様にお見せしているわけですけれども、このページに来て、例えば、

５歳以下の死亡数が知りたい、それから、ハザードは、５歳以上でアフラトキシンの死亡

率が知りたいと、メニューで選んでいただきますと、こういう感じでみることができます。

このデータツールはパスワードも何も必要ありません。どなたでも、皆さん御自身で試し

ていただくことができるということです。 

 最後になりますけれども、私どもＷＨＯからのお願いとしては、世界の加盟国の皆さん

にこのツールをどんどん使っていただき、食品安全対策の強化に十分活用していただきた

いということです。一つ、注意していただきたいことがあります。今回は、単に疾病で亡

くなられる場合、あるいは障碍を抱えて生きていかれる場合の疾病負荷しか計算しており

ません。病気になった方が働けなくなって所得を失った、職場での生産が失われた、ある

いは学校で勉強できなかった、レストランを閉じざるを得なくなった、風評被害で観光収

入が失われたとか、あるいは食品の輸出が止まってしまった、あるいは患者の治療をする

ために医療費がかかったとか、こういうもろもろの経済コストは一切計算に入っておりま

せん。ですから、これを足せば、食品に関する疾病の社会全体への真の負荷は雪だるまの

ように大きくなりますが、これについて今回は全く計算に入れておりません。まずは今回

のデータを十分に使って、各国政府の方からＷＨＯに対して、もっとこういうような使い

勝手のいいツールが欲しいとか、積極的に提案していただきたいと思います。 

 最後に、今回のシンポジウムの目的がリスクコミュニケーションだということで、ひと

こと付け加えさせていただきます。これは私がいつも考えていることですが、危険なもの

を危険だと言うのはたやすい。しかし、安全なものを安全だと言うのはなかなか難しいし、

勇気がいることです。ＷＨＯは、食品の放射線照射という技術は非常にいい技術であると
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いうことで、何十年も前から啓発・普及を図っているところでございますけれども、日本

も含めまして、幾つかの国では非常に限定的な利用しか認められておられない。ＷＨＯの

立場からすると残念だという気がしますが、各国の行政当局にしてみれば、危険なものを

危険と言うのは我々の仕事だけれども、安全なものを安全というのは別に我々の仕事では

ないよ、消費者が勝手に危険だと思い込んで誤解を持っているのだったら、それはそのま

までいいという国も中にはあるわけです。 

それから、先ほど高崎先生の発表にありましたように、確率的な物の考え方が国民の共

有する知識の根源にないと、確率論的な物事を伝えようとしても、なかなかうまくいかな

い。ですので、学校教育では、初等教育のところあたりからも確率教育をしっかりやって

いただきたいと思っております。 

ＦＡＯとＷＨＯでリスクコミュニケーションのマニュアルをつくろうということで２

～３年前に専門家を集めて会議をやりました。その成果であるハンドブックの最終的な編

集作業をしておりまして、数カ月以内に公表できるのではないかと思います。 

御清聴ありがとうございました。 

 

○高崎室長 宮城島先生、大変おもしろいお話、ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御発表につきまして、御質問等ございます方は挙手をお願いした

いと思いますが、宮城島先生はこの後のパネルディスカッションにも御参加されますので、

ここでは言葉の意味など、内容についての直接的な御質問がありましたらお受けしたいと

思います。いかがでしょうか。またパネルディスカッションのときにも改めまして会場の

皆様の御質問も受けたいと思いますので、そのときまでにお考えいただければと思います。 

 それでは、ここで10分ほど休憩を挟みたいと思います。今、３時10分過ぎなので、３時

20分めどでお席にお戻りいただきますよう、10分間の休憩をとりたいと思います。それで

は、改めまして、宮城島先生、ありがとうございました。 

 

（休 憩） 

 

○高崎室長 それでは、時間でございますので、後半は「食品安全の明日」と題しまして、

パネルディスカッションを行いたいと思います。このパネルディスカッションでは、これ

からの食品安全はどうあるべきかなどにつきまして、消費者、学術、メディア、事業者な

ど、さまざまな分野の第一線で御活躍のパネリストの方々から短い御発表と、会場からの

御質問も交えて御議論いただきます。 

 簡単にパネルディスカッションの趣旨を御説明いたしたいと思います。先ほども申し上

げたように、リスクとは、ある・ないという絶対的なものではなく、不確かさを持った概

念で、私たちは数多くのリスクと毎日、常に共存しています。しかしながら、本能的な能

力のために私たちはリスクに敏感で、客観的に理解するのは難しいものです。このパネル
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ディスカッションを通しまして、情報化社会がますます進み、健康に関する情報があふれ

る社会の中で、リスクを正確に捉え、リスクとどのように向き合っていくかということを

考えるきっかけにしていただければと思っております。 

 ここでパネラーの先生方の御紹介をさせていただきます。詳細な御経歴はお手元の資料

にございますので、この場では割愛させていただきますが、お名前を御紹介させていただ

きます。 

 正面向かって左側より、国立医薬品食品衛生研究所安全情報部第三室長の畝山智香子先

生。日本生活協同組合連合会品質保証本部安全政策推進部部長の鬼武一夫先生。宮城島先

生は先ほど御案内のとおりでございます。京都大学環境安全保健機構健康科学センター長

の川村孝先生。Food Communication Compass、ＦＯＯＣＯＭ編集長の松永和紀先生。以上

の５名の先生方と、先ほど御挨拶申し上げました食品安全委員会委員長の佐藤洋と、同じ

く食品安全委員長事務局長の姫田尚、以上の７名で進めさせていただきます。 

 また、ここからはモデレーターといたしまして、食品安全委員会委員の堀口委員と事務

局次長の東條が司会進行いたしますので、ここでバトンタッチいたしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 
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パネルディスカッション 

 

○堀口委員 食品安全委員会委員の堀口と申します。本日は短い時間になりますけれども、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○東條次長 食品安全委員会事務局の東條といいます。今日はこういう席に座っておりま

すけれども、皆様方と一緒に食品のリスクについて考えていきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 

○堀口委員 それでは、後半のプログラムですけれども、パネルディスカッションを始め

るに当たりまして、まず、４名のパネラーの先生方から10分ずつ話題提供いただいて、そ

の後、前半のお話も含めましてディスカッションを行いたいと考えております。 

 まず初めに話題提供いただきますのは、京都大学の川村先生からお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○川村氏 皆様、こんにちは。京都大学の川村です。 

私は日ごろ、大学の学生とか職員の健康管理をやっている者ではありますが、もう一つ

疫学者という面もありますので、食品安全委員会は設立されたときからずっと一貫して関

わっております。食品という日常のことですし、毎日の我々の学生や職員に対するさまざ

まな保健指導や健康診断などにいろいろ影響もあることでありまして、相互にいい影響を

もたらしながら、日常業務と食品安全の研究をやっています。今日は「リスクに向き合う」

という話をいたします。宮城島先生のように歩く自由を与えられておりませんので、ここ

で座ったまましゃべらせていただきます。 

 まず、リスクということです。これが今日のキーワードなのですが、リスクというもの

をどう捉えるか、なかなか難しいところがあります。比較的軽く口にはしているのですけ

れども、いざリスクって何？ということを考えると、結構難しいものがあります。私が平

たく説明しているのは、「よくないことが起きるかもしれないこと」という、これまた曖昧

な表現なのですけれども、よくないことが起きるかもしれない、けれどもまだ起きていな

い。起きてしまったことはアウトカムと言うのですけれども、よくないことが起きるかも

しれないという懸念の部分といいますか、そういうところがリスクになります。結果的に

は起きるか、起きないかが判明するので、そこはアウトカム、転帰といいます。起きてし

まえば１かゼロかになるのですけれども、起きる前は何とも言えない。いつ、誰に起きる

のかということがわからないということがありますので、結局は、発生する前は確率でし

か表現することができません。何％の確率、あるいは一日当たりどのくらいの発生件数が

見込まれるかと、そういうような確率でしか表現することができません。 

これは我々の日常生活について回ることなのですけれども、実は、物理の世界にも確率



19 

 

というのがあって、シュレーディンガーの猫というお話は御存じの方も多いと思いますけ

れども、ここに放射性同位元素が１粒入っています。これが崩壊を起こすかどうかという

ことは確率で決まるわけです。例えば、放射性ヨードだと、８日で半分ぐらいになるわけ

ですけれども、どの粒に崩壊が起きるかは事前にはわからないのですが、たくさん集めて

８日たってみると半分になっていると、そういう現象です。シュレーディンガーの猫は、

放射線を感知すると毒ガスの入れ物が壊れて猫が死んでしまう。それはあけてみれば結果

的にはわかるのだけれども、今、この中に封じ込められている範囲では、猫は生きている

か、死んでいるかはわからない。物理学者は、これは半分生きていて半分死んでいるとい

う表現をしたのですけれども、余計わからなくなってしまいます。要は、物理の世界でも

こういう確率というのはあるし、まして人間の生活ではわからないことだらけで、物理の

確率と生体の確率は一緒ではないかもしれませんけれども、世の中、こういうものが多い

ということは言えます。 

 そこで、まず、リスクというものを一つの物差しに置いてみました。後から畝山先生も

このような物差しを示されますけれども、いろいろな事象、健康にかかわる事象を、起き

る確率で一つの物差しの上に置いてみました。一番身近な、私は内科医なものですから風

邪の治療とか予防とかをやっていますけれども、普通の風邪を引く確率は１年に１回とか

２回ぐらいなのです。子供で多くて、大人は少ないですけれども、大体、１年に１回。 

これがインフルエンザになると１桁少なくて、10人に１人ぐらいしかかからない。先ほ

どの宮城島先生の下痢の話と大体同じぐらいのレベルです。症状も違うし、国による分布

も違うのですけれども、大ざっぱに日本人の生活を考えると、10人に１人という感じにな

ります。それに近い頻度で、数十分の１の確率で大地震に遭遇するということもあります。

既に遭遇された方もいらっしゃいますけれども、これから西日本のほうでは南海・東南海

地震などが懸念されます。そういうものは確率が数十分の１ぐらい。 

それから、自動車事故でけがをする確率は結構あるのですけれども、100分の１のオーダ

ーでしょうということです。あと、能動喫煙、自分がたばこを吸って命を落とす確率も、

それに近い、数百分の１程度ということになります。 

このように、確率を、単純な計算ですので実際にこうなるということではないですけれ

ども、こういう物差しで表すことができます。 

 ちょっと視点を変えまして、血圧によるリスクを考えてみます。血圧というのは正常血

圧と高血圧が別々に存在するのではなくて、正常血圧の分布はほぼ正規分布になっていま

す。よく見ると、右方というか、右の山のところに少しはみ出しているのがあって、これ

はワイブル分布だろうと思われますけれども、一部の故障者といいますか、二次性の、ほ

かの原因があって血圧が高いという人の一部がありますけれども、大方、正規分布するも

のなのです。ところが、血圧の高さに応じてリスクが変わっていくということで、これは

アメリカの研究データですけれども、血圧の値と、その後、心臓病になる確率を示したも

のなのですが、このように連続的にリスクが上がってきます。でも、使いづらいので、こ
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のように仕切って、至適値（理想値）とか、血圧が高目とか、高血圧のグレードが幾つと、

線を引いて仕分けをして、分かりやすくしているところがあります。 

 このように、いろいろな健康事象は連続的に確率が変わっていくことが多いのですけれ

ども、そうでない、イエス・ノーの部分も少し出たりします。その確率というものについ

て、日常的に取り扱っているのですけれども、ここに人々の期待が入ってきます。それと

実際の科学的な研究で明らかになった、実際に起きる確率とに随分ずれがあることを示し

ます。 

 まず、上は、たばこを吸うと肺がんになるかということです。たばこを吸うと肺がんに

なるよというわけですけれども、実際にどのくらいになるかを試算してみます。このデー

タはイギリスのデータなので日本人にそのまま当てはまるわけではないですけれども、お

およその目安として理解していただければと思いますが、１日25本以上のヘビースモーカ

ーが50年間吸い続けると、1,000人当たり100人余りが肺がんになるということなのです。

たばこをぷかぷか吸いながら肺がんになる人は10人に１人ぐらいということで、よっぽど

運が悪い人が肺がんになってしまうということになります。もちろん、心臓病になる人は

ずっと確率が高くなるのですけれども、これは吸わない人でも結構率が高い。これはイギ

リスのデータということもあります。このように、意外に肺がんにならないものです。だ

から吸っていいということではないのですけれども、意外に認識は正確にはされていませ

ん。 

 それから、予防接種を射つと感染しないかということで、これはインフルエンザのワク

チンの例なのですが、インフルエンザのワクチンを射たなければ、インフルエンザにかか

る確率は21％ぐらいなのですけれども、射つと14％ぐらいになるのです。３分の２に減り

ますので、医療の効果としてはかなりはっきり強い予防効果があるのですけれども、射っ

たのにかかってしまう人が14％いる。射たなくてかからない人が80％近くいるのです。そ

の差わずか７％。つまり、100人射って、予防接種によって運命が変わる人はわずか７人し

かいない。これは皆さんの期待と違っていまして、予防接種射ったのだから絶対かかるは

ずがないと思っていらっしゃる、射たないとなってしまうのではないかと思うのですけれ

ども、この程度の違いです。この程度でも、かなりはっきりあるほう。こういう世界の中

で人は生きているのだということになります。 

 リスクへどう対応するかということになりますけれども、リスクの大きさ、発生し得る

損害の大きさ、あるいは確率、こういったものが一つの指標になりますし、また、損害に

対して寛容であることを決める因子は、例えば、便益との兼ね合い。例えば、車は交通事

故を起こすかもしれないけれども、車があると通勤とか買い物が便利でしょうということ

で、便益との兼ね合いがあります。 

それから、損害が起きたときの、誰がやったかと。自分でたばこを吸うのは構わないけ

れども人がたばこを吸うのはけしからんというのは、わがままという表現が正しいのでは

ないかと思うのですけれども、誰がやったかによってすごく感覚として違う場合がありま
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す。 

そして、それに対する対応のしやすさ。費用がかかるかとか、代わりのものがあるかと

いったことが問題になります。世の中でいろいろなリスクの議論はされますけれども、リ

スクに対応するのかどうか、あるいはしばらく様子見るのか、後回しにするのかというこ

とは、こういったものを総合して決めることになります。 

 もう一つの別の問題を少しお示しします。これは放射線でよく問題になるところですが、

放射線に限らず、発がん性のあるような化学物質についてもよく問題になるところです。

まず、微量のところのばく露、体に取り込んだときに一体どの程度がんが起きるだろうか

という、このあたりのところは、実はよくわかっていません。いろいろな仮説があって、

一般的に使われているのが、直線閾値なし仮説、ＬＮＴ仮説というもので、これは少なく

てもゼロでない限りはある、そういう理屈です。これも確かではありません。また別の仮

説は、実はアトポーシスといって、遺伝子なり細胞なり、変異を起こしたものはお掃除さ

れる、あるいは修復されるということで、一定のところまでは発がんは起きないのですよ

という考え方があります。そうすると、一定のところまでは発がん確率はゼロで、そこか

ら直線的なり何なりに上がっていくという考えもあります。それから、むしろ反対で微量

は有用なのだという説もあります。これはホルミシス効果と。お聞きになった方も多いか

もしれません。例えば、何かの虫で、完全に放射線を遮断すると生殖能力を失うとか、ラ

ジウム温泉に入ると気持ちがいいとか、いろいろあるのですけれども、そういうところが

このホルミシス効果になるかもしれません。 

 ところが、これは人での検証が困難なのです。なぜかというと、人間では無ばく露、ば

く露しないというのを設定することができないですし、また、仮にゼロを設定したとして

も、自然の発がんとか、他因子による発がんがありますので、人間で微量のところで用量

反応関係を見るのは困難です。自然の変動に埋もれてしまうというところがあります。 

 では、動物実験だったら見られるのかというと、これがまた膨大な動物数が要りまして、

ざっと計算すると、10のマイナス５乗とか６乗のレベルを調べようと思うと、100万とか

200万という動物数が要ることになります。これは現実的にはなかなか難しいところがあ

ります。 

そこで、このように微量なところを示す指標として、ＶＳＤとか、ユニットリスクとか、

先ほど高崎さんから紹介があったＭＯＥとかいうものが出てくるわけです。これは、細か

いことはわからないのだけれども、とりあえず、今、どのくらい慌てなければいけないの

かということを示す指標となります。 

 そこで難しいのは、説明はできるのだけれども、科学で証明される安全というものと、

心の問題である安心感がしばしば乖離するということがあります。乖離するというか、う

まく調和がとれないといったところがあります。ここで出てくるのが、先ほど行動経済学

の話もありましたけれども、もう一つ、社会心理学という言い方もあります。社会心理学

の中で代表的なものとしてプロスペクト理論というのがありまして、つまり、1,000円持っ
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ていて、50円上げるよと言われたときと50円出せと言われたときは左右対称ではなくて、

出せと言われたときの苦痛の方が大きいとか、実際の確率が非常に小さいところの問題は

大きく感じる（といった問題です）。日本でＢＳＥという問題がありましたけれども、ほと

んど発生確率ゼロに近かったのですが、世の中というか、日本の食卓から牛肉が一斉に消

えてしまった。片方で大きなリスクは割と軽視されていて、たばこなどが計算できる一番

大きなリスクなのですけれども、たばこを吸いながら牛肉は食えないと言った人がいたり

するので、非常にアンバランスが生じがちなのです。 

 そういう中でどうやって我々は暮らしていくかということですが、今、ここにイラスト

がありますけれども、道路の真ん中を歩いたら危ないでしょうとよく言います。ところが、

意外に道路の真ん中を歩いても人は死なないのです。車のほうが停まってくれたりします

ので、意外に死なないのです。では、歩道を歩いたら安全かというと、昨今、歩道に自動

車が突っ込んだとかいうのはしょっちゅうあります。ですので、歩道は絶対安全でもない。

単純に言い切れないところ、いろいろなものが混ざっている世の中で生きていく。ここの

中でリスクというものをどう捉えるか、あるいはどう伝えていくかは非常に難しい問題で

あるということを、我々は日々リスクというものを扱いながら、まだ答えを出せないでい

るところがあります。 

そういう意味で、きょうはシンポジウムですので、いろいろな識者の意見、あるいは会

場の意見も十分にお聞きして、理解の仕方とか、伝え方を私も考えてみたいと思います。 

御清聴どうもありがとうございました。 

 

○堀口委員 川村先生、どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続き、国立医薬品食品研究所の畝山先生からお願いします。 

 

○畝山氏 国立医薬品食品衛生研究所安全情報部の畝山です。 

 今日は、皆さんが比較的専門家に近い、リスクの話をする側の人ということなので、私

からは、今まで食品中の主に化学物質のリスクコミュニケーションや、説明会などで、一

般消費者の方々から、こういうことが目からうろこだったみたいなことを言われたことに

ついて御紹介しようと思ってまとめてきました。 

 まず、一般的に、食品安全の定義そのものがあまり知られていないということがありま

す。特に、食品はそもそも食品だから安全に決まっていると思っている人が多い。食品は

確かに食べるものなのですが、食べ方によっては安全ではないものはたくさんあります。

そして、安全の定義、食品が安全であるというのはどういうことを意味するのかというこ

とをそもそも考えたことがない。安全というのは、リスクが許容できるレベルであるとい

うことで、では許容できるレベルというのは一体どのくらいのことなのかといったことを

日ごろ考えている人はほとんどいないので、どのぐらいを目指すのがいいのか考えること

から始めないといけないというところがあります。食経験があるから大丈夫と一般的に言
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ってしまうのですけれども、食経験は役に立たない場合が、特に私が専門としている発が

ん物質に関してはあります。 

 リスク分析に関して皆さんがよく使う、教科書的に使われている三要素の中で、特にリ

スクコミュニケーションが難しいという話です。もともと食品自体にリスクがある。リス

クコミュニケーションというのは、リスク評価機関やリスク管理機関など、私もそうなの

ですけれども、いわゆる御上が消費者を説得するために行うものではないということがあ

まり理解されていません。私たちがリスクコミュニケーションを食品安全確保のための重

要手段だと考えているのは、食品自身にリスクがあるのだから、消費者、食べる人、私た

ち自身がそのリスクを知って、そのリスクを管理するために情報を与えられなくてはいけ

ない。そのための手段としてのリスクコミュニケーションなのであって、消費者をエンパ

ワーメント、つまり、自分たちで自分のリスクを管理できるような情報を与えることがリ

スクコミュニケーションなのである。リスクコミュニケーションの場に出てくると、絶対

説得されるものか、みたいなことを考えてくる人たちがいるのですけれども、そういうこ

とではないのです。別に説得したいわけではなく、力を与えたい。そのことを理解してい

ただきたい。 

 これはよく使っている図なのですが、食品は、一般の人が、まっさらで、食品なのだか

ら完全に安全なのだと思っていることが多いのですが、実際には食品はよくわからないも

のの塊である。その中にいろいろなリスクがあるので、個々のリスクコミュニケーション

という時には、添加物を問題にしたり、ＢＳＥだったり、いろいろなことを問題にするの

ですが、それは膨大な未知のリスクの中のごく一部の話を今、しているのだよというイメ

ージを持っていただきたい。だから、一般の人たちに食品そのもののリスクを全体的に考

えてみましょうというメッセージを伝えることができたら、ある程度成功だと思うので、

そういう意味で、このイメージ図をよく使っています。 

 次にリスクの物差しについて。今日は宮城島先生がＤＡＬＹｓの話をするということで

すので、ＤＡＬＹｓではなくて、ばく露マージンを例にしました。今まで各リスク評価機

関が評価してきたものをばく露マージンで評価すると、こんなイメージになります。ばく

露マージンというのは、ベンチマーク用量だったり、無影響量だったりする安全性の指標

と、実際に私たちが食べている量の比、つまり、安全側にどれだけ余裕があるかを示すも

の、安全性係数と言っていいのですが、そういうものです。ばく露マージン、発がん物質

で主に使いますが、一般的な農薬や添加物のような毒性に関しても計算することはできま

すので、無影響量に対して、自分たちの摂取している量がどのくらいかというのは、イメ

ージ的にはこんな感じになります。 

ばく露マージンというのは、数値の小さいほうがリスクになる可能性が高いということ

で、リスク管理の優先順位の指標として使う。つまり、数値の小さいものから優先的に管

理していきましょうという指標になります。今までいろいろなものを評価してきましたの

で、その順番を並べてみますと、イメージとしてはこんな感じになります。一般の人たち
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が非常に心配する添加物や残留農薬は、最低でもばく露マージン100は確保するような基

準値が設定されていますし、一律基準違反の残留農薬のようなものに関しては、ばく露マ

ージン100万を超えるようなものも普通です。そういうものを気にする割には、食品そのも

のに入っている天然の汚染物質であるカドミウムとか、鉛とか、水銀、そういうものに関

しては、実はばく露マージンはそんなにないです。１桁ぐらいしかない。塩みたいなもの

に至っては、実際に健康被害が出ている。被害と言うとイメージが違うかもしれませんが、

摂取量は有害影響がある量になっています。 

発がん物質の暴露マージンに関しては安全設計数100のさらに100倍である１万を一つ

の目安にするので、一つの物差しにしてしまうのはかなり無理がありますが、色違いにし

てみました。赤いものに関しては、さらに大きな余裕が欲しいというふうに見ていただけ

ればいいです。こういうものを念頭に置いてリスク管理の優先順位をつけていきましょう

ということです。これは一般の人のばく露量をもとに評価したものですが、当然、人によ

って食生活が違うので、ばく露量は違います。個人のばく露量を考慮した上で、自分の食

生活にとって何がリスク管理の優先順位が高いのかを考えてもらうことにリスクの物差し

を使ってほしいと思います。 

 大ざっぱにリスクの大きさを並べてみますと、まず、大事なのは、普通の食品は、リス

クがゼロではないので、普通のリスクであると、そういうふうに考えるしかない。それに

比べて、いわゆる添加物、残留農薬というふうに、普通の人たちが嫌がっているものは、

実は普通の食品よりもリスクは小さい。例え基準値を超過したとニュースになっているも

のであっても、その食品よりもリスクが小さい場合がほとんどである。その一方で、普通

の食品からはとれない量を食べるような、いわゆる健康食品に関しては、ばく露量が多い

ので、リスクはどうしても大きくなる。効果効能をうたった健康食品に関しては、論外な

くらいのリスクになりますというのが、大ざっぱなイメージとしてのリスクの大きさです。

これも一つの目安にしていただきたい。 

 リスク管理という場合、リスクというのは、ハザードとばく露量の関数であるというこ

とで、ハザードそのものは人間にはどうしようもないので、ばく露量を減らすことが結局、

リスクを減らすことになるわけです。ですから、一般の人たちにとっては、ばく露量を減

らす対策を伝えたいというのがリスクコミュニケーションになるわけです。ばく露量に関

しては、わかっているものに関しては、わかっている範囲で減らすことができるのですけ

れども、食品に関しては、わからないもののほうが圧倒的に多い。ということは、結果的

にばく露量を減らすには、リスクを分散する、つまり、いろいろなものを食べましょうと

いうことが一番節約できる、あまりお金も時間もかからないリスク管理方法になります。

それを一般の人たちに、普通の生活の知恵として覚えていってほしいというのがリスクコ

ミュニケーションという感じになります。 

 これは、１つの事例として、消費者が意外と知らないことが多く、教材としては非常に

おもしろいジャガイモです。真ん中にある写真は、今、上映中の映画の１シーンでして、
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火星でジャガイモを育てているところです。「オデッセイ」の一場面です。彼は火星で生き

延びるためにジャガイモを育てなくてはいけないのです。ジャガイモというのは食料とし

て非常に優秀なので、昔から人間が生きるために育ててきたものです。でも、ジャガイモ

だけに頼っていると、昔、ジャガイモ飢饉というものがあったり、食料安全保障を考える

上でおもしろいものでもあります。 

スライドのピンク色のところは、ジャガイモにとってあまり都合がよくないという意味

での色をつけているものです。教材としておもしろいジャガイモが、実は毎年のように小

学校で食中毒の原因となってしまっているという実態があります。それは、ジャガイモに

もともと含まれるソラニンやチャコニンのような有害アルカロイドのことを知らないこと

が問題なのです。アルカロイドのことを学校の先生が知らないから、エコ調理法と称して

ジャガイモの皮だけのきんぴらをつくって提案するというとんでもないことが平気で行わ

れている。さらに、ジャガイモを日に当てるとアルカロイドができるのに、日本ではジャ

ガイモを透明の袋で売っているのが普通です。これは海外に行くとあまりないことなので

す。光に当てるとアルカロイドができるので、リスク管理のためには当てないほうがいい

のです。なのに、それをやって、私たちは食の安全完璧と言っているのが今の日本の状態

なのです。 

さらに、アクリルアミドの話がありましたが、ジャガイモは高温調理でアクリルアミド

ができます。アクリルアミドができないようにする方法として、あまり低温で保存しない

ということを食品安全委員会からも言っていますが、アクリルアミドが少なくなるような

遺伝子組換えジャガイモもあります。日本では認可されていないのですが、そういう新し

い技術を使って減らすこともできます。さらに、食品添加物を使ってアクリルアミドを減

らすこともできます。そういう新しい技術の応用が全然進まないという問題もあります。

さらに、ジャガイモの芽の部分にアルカロイドはたくさんできますが、芽を出さないため

に低温で保存するとアクリルアミドがたくさんできてしまうので、芽を出さないために放

射線照射をするという方法は割と合理的なのです。しかし先ほども宮城島先生の話にあっ

たように、この有効な手段がどういうわけか使われていないという現実があります。さら

に、ジャガイモを育てるときに、小学校で農薬がいけないということで、たばこの吸殻抽

出物などを使うのをいいことだ、のように教えているとんでもない学校があったりするの

です。 

現状と、実際に教えてほしいことが全然違うことが、このジャガイモの事例にはありま

すので、ジャガイモの事例として青いところをちゃんと教えてくれる学校教育がきちんと

行われるようであれば、ジャガイモは非常にすばらしい教材です。ちょうど映画もやって

いることですし、これをきっかけにして、学校、あるいは子供たちに、「食品って何だろう」、

いろいろなリスクもあって、管理法もあってということを考えていただけると、いい材料

になるのではないかと思っています。 

というわけで、今日のテーマは「明日の食の安全のために」ということなのですが、食
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品の管理自体はいろいろあるものの、情報に関してテーマを絞りますと、間違った情報、

あるいはわからないということを知らないこと自体が食品安全の脅威になるのだというこ

とです。わかっていることはもちろん情報提供したいのですが、わからないこともあるの

だということも含めて情報提供し、消費者の皆さんが情報を与えられた上での選択をでき

るようにすることが食品の安全確保のために重要なことであると思っています。まだ改善

の余地はたくさんあると思っています。 

以上です。ありがとうございました。 

 

○堀口委員 畝山先生、どうもありがとうございました。 

 それでは、３番目に、Food Communication Compass、ＦＯＯＣＯＭ編集長の松永さんに

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○松永氏 ありがとうございます。科学ライター、ジャーナリスト、それから、団体の代

表をしております松永といいます。 

 先ほどから御紹介くださっていますＦＯＯＣＯＭという団体、ここにちょっとお見せし

ますが、「科学的根拠に基づく食情報を提供する消費者団体」という、ちょっと物々しい感

じですね。私自身は、普段の活動の８～９割ぐらいは一般的なジャーナリストとしての活

動です。依頼を受けて原稿を書くということで、一般誌とか、女性誌とか、生協の広報誌

とかに書いたりしています。ただ、それだとなかなか思うように情報発信ができないとい

う部分もありますので、こういう消費者団体をつくって、活動の１～２割をこちらでやっ

ているという状況です。というのも、依頼を受けての原稿というのは、広告とか、需要が

あって読まれそうだということで発注があって原稿を書くわけです。ところが、タイミン

グ的にそれでは遅い、とにかくこの情報を消費者に届けなくてはいけないのだという情報

はかなりたくさんあるわけです。非常に残念なことに、特にインターネットですけれども、

間違った情報、根拠がない情報、そんなものが氾濫していましたので、2011年にこういう

団体をつくってウェブサイトを運営しているという状況です。今日は、この団体としての

活動と、それから、ジャーナリストとしての活動と、２つの視点からお話をしたいと思い

ます。 

 今までの先生方のお話を受けて、食品安全に関する情報をどう取り扱うかというところ

に絞り込んでお話をしようと思います。皆さんも多分、お感じになっておられると思うの

ですけれども、食品安全問題は非常に難しいです。リスクとベネフィットがあり、それに

加えて費用対効果、コスト、それから、今は環境影響とかも考えなくてはいけないです。

いろいろな問題が複雑にあって、それを組み合わせた中で、総合的な判断をどうするのと

いうことを、今、私たちは問われているわけです。こんなに難しいことに市民、消費者が

直面しなくてはいけないというのは、とんでもない時代になったというのが、正直な私の

実感なのです。ですので、理解するのが容易ではないというよりも、理解できないという
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ところからスタートしないと、多分、情報の取り扱いとして、やはり難しい。いろいろな

ことを含めて、総合的な判断が、今、ゼロを追求しない、バランスのよい食生活をという

状況になっていて、今、食品安全委員会のメッセージを見ると、大抵の場合、バランスの

よい食生活をと、同じことが書いてあるのです。それは、いろいろ総合的に考えるとこう

なのですよということなのですが、その経緯がなかなか伝わらないというところに、今の

情報伝達の悩みがあるのだろうと思います。 

 ４つに区分けしました。まず、情報発信、情報を出すぞということです。それから、そ

の情報を受けとめる市民・消費者の認知。その情報を媒介するメディアという視点。その

上で、市民・消費者の学びと実践ということできょうは整理したいと思います。最終的に

は、情報に振り回されない。情報を利用して、リスクとベネフィットだけではない、コス

トとか、環境影響とか、いろいろなことに適切に対処できる社会をつくりたいというのが

目標なわけです。 

 ところが、そううまくいかない。まず申し上げなくてはいけないのは、情報発信におけ

る意思がやはりあるということです。リスクとベネフィットだけを取り上げていえば、リ

スクを隠して、あるいは小さくされて、ベネフィットは過大にというのは、健康食品の広

告宣伝が典型的ですが、逆のこともあります。それがビジネス上の思惑であったり、責任

を問われたくないという理由であったり、あるいは思い込みであったり。 

ここにあえて書かなかったのですが、実は、こういうことを意識的にやっておられる方

たちはまだいいというところもあります。無意識にやっているという人たちが非常に多い

わけです。実は無意識というのはとても大事なのですが、情報というのは、こんなに極端

なバイアスはかけなくても、誰でもゆがめてしまうわけです。誰でもゆがめて情報を伝え

てしまう。どこかで自分の都合のいいように情報を加工して伝えているというのが私たち

なのです。無意識にやっているというのは、私も、あなたも、皆さん方もそうなのです。

ですから、食品安全委員会の先生方もきっと無意識のうちに、何となく自分のリスクを理

解していただきたいという思いがあって、論理を組み立てて、こっちはあまり触れなくて

いいよね、みたいな判断をしているわけです。情報というのはそういうもので、情報発信

の段階で、既にそこから、誰がやってもバイアスが起きる、ゆがむのだというところの理

解が、多分、根底に必要なのではないかと私は思っています。 

 次に、それを受けとめる市民・消費者ですけれども、これは当然、認知にゆがみがある

わけです。でも、先ほどのプロスペクト理論とか、行動経済学とか、いろいろなところで

御説明がありましたので、私は二重過程理論を出しましたけれども、そのまま科学的にき

ちっと受けとめるというのは、そもそも人は無理なのであろうと言われていると思います。

その中でメディアがどうしているか。ここが私の専門の領域ですけれども、私も新聞記者

をやり、それから、フリーのジャーナリストになってもう15～16年たちますけれども、私

の反省を踏まえていうなら、メディアは専門知識が足りない。調べる時間がない。それか

ら、記者を育てようとしないメディアが多いなという印象があります。何より重要なのは、
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マスメディアにとっては、情報は商品なのです。売れなければいけない、視聴率を上げな

くてはいけない、販売部数を伸ばさなければいけないというのがありますので、どうして

もセンセーショナルに書く、あるいはわかりやすい二元論に整理する。それはマスメディ

アの宿命だと思います。避けられないと思います。それを踏まえて、情報をどう受けとめ

るかということを消費者が意識しなくてはいけないのだろうと思います。 

意外に大きいのは、メディアの方たちは結構正義感があるのです。私も何度も高揚する

ような思いを味わって、深く反省するということがあるわけですけれども、危ない問題だ

という警鐘報道は、読者・視聴者は喜ぶのです。その上で、やはり社内受けがものすごく

いいのです。ということで、どうしても危険をとても強調していくということになります。

安全はそのまま放っておけばいいよという、先ほど宮城島先生がおっしゃったような、科

学的に伝えるのが難しいという問題もありますけれども、情報の取り扱いというところで

も、危険だと言ったほうが誰にとっても一見、いいことなのだという構造があります。そ

こに思惑のある人たちがいて、コスト感覚があって、一過性があってということがあって、

マスメディアは「複雑な事象の総合的な判断」の提示は苦手であると思います。 

その上にメディアの多様化がある。このあたりも皆さん方、いろいろな形で感じておら

れると思いますが、やはりインターネットが影響力を強めているというのはとても大きい

です。情報伝達が早くて、利点はとてもあるのですが、真偽がはっきりしない情報が流れ

る、出典が明確でない情報が流れる、科学的に正しいではなく、おもしろいとか、読まれ

そうな情報がどんどん拡大伝播するというような、いろいろな問題があります。 

こういうメディアのバイアスというのは、私の感覚では、諸外国に比べてより深刻なの

かもしれないなと。もちろん、どの国でも同じ問題を抱えています。ただ、一番大きいの

は、やはり日本語という足かせなのです。日本語で伝えるということで、メディアの数が

すごく少ない。英語に広げたところで、少なくとも数が全然違うわけです。その上に多様

な意見がばーっと出てきて、そこから選ぶことができることにもなるわけですけれども、

日本語になるとかなり制約が出てくる。 

もう一つ言わなくてはいけないのは、科学者のコミュニケーション活動に対する社会的

評価が著しく低いと言っていいと思います。それから、市民活動が弱い、理科教育の不足、

こういうことが今、起きていると思います。 

私が今、活動として何をやっているのかということをちょっと申し上げると、これの裏

返しをしようとしています。まず、なるべく論文に基づこう、論文を読んで原稿を書こう

ということは一生懸命努力をしています。その上で、いろいろな角度から検討する。リス

ク、ベネフィット、コスト、環境影響、いろいろなところから検討して、総合的な判断を

提示するということを、今、一生懸命しているということです。誰に届けるかを意識する

ことも一生懸命しています。 

今、とても感じているのは、こういう情報を届けるときには、実はタイミングがものす

ごく重要だということです。一般の方たちの感情とか、関心ががーっと高まったときにぽ
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んと情報を提供するというのが必要です。知りたい、学びたいというところにぽんと情報

が提供されると、ぐっと理解度が深まるというか、そこで浸透していくというのがわかる

のです。情報が欲しいという需要もとてもありますので、割とタイミングというのは重要

視しなくてはいけなくて、日本は、科学者の先生方はもしかしたらあまり意識しておられ

ないのかもしれない。 

一方で食品安全委員会の最近の情報提供のスピードはすばらしいです。先日のred meat

の発がん性の問題のときは、ＩＡＲＣが10月26日に発表して、たしか食品安全委員会は27

日の夕方にフェイスブックで情報を出されました。このスピード感は、ああ、日本も変わ

ったなということをしみじみ実感できるようなものでした。それは情報を出すという意味

でのタイミングの重要性を食品安全委員会の方たちが十分理解しておられるからだと思い

ます。 

ちなみに、申し添えると、IARCの発表の解説は、私も27日にウェブサイトで出している

のです。国立がんセンターの研究だと、日本人は少なくとも加工肉については差が出てい

ないということを情報発信いたしました。そういうことをしたいがために、ああいう広告

がない、縛りがないウェブサイトを運営しているというところがあります。情報という意

味では、そういうタイミングというのがこれから考えなくてはいけないことかなと。 

 最後に、そういうことを受けて、市民・消費者、どうするのという話で、実は、市民・

消費者は今、ものすごく変わってきていると思います。10年前の感じと今のリスクに対す

る市民の捉え方は、やはり変わってきています。そんなに食品は安全ではないですよ、リ

スクはゼロではありませんという言い方をしたときに、ええっという反応はさすがにもう

起きなくなりました。さらに、今、学びというのがやはり出てきていると思います。 

一例は、松戸の「食の安全安心を考える市民の会」ですけれども、これは千葉大学が食

の安全市民講座を長年開かれていて、昨年亡くなられた松田友義先生が長年尽力されてい

て、その市民講座を受講された方たちが、ＧＣＰということをしておられます。ＧＣＰ、

適正消費者規範。ＧＭＰがある、ＧＡＰがある、農業製造がある。つくってくださってい

る方がそういう規範を持っているなら、消費者だって規範が必要ですということなのです。

消費者が安全に食べ物を食べるために何をしたらいいのというところで、食品の安全な取

り扱い手帳を2014年度に発行されました。 

あるいは、コープ九州事業連合という生協でも、同じようなＧＣＰを目指して、消費者

が取り組む品質保証システムを作成しています。「食の安全のバトンリレーを生産者から

消費者、組合員までつなぎ、安全に食べよう！！」と、この感覚が今、育ってきているこ

とは皆さんにお知らせしたいと思います。 

市民・消費者が、実は一番自覚できていないのは、法律です。法律できちっと学びなさ

いねと、知識・情報を積極的に得て学び、暮らしに生かす市民・消費者になりなさいねと

いうことがきちっと規定されているのですが、実はこれが一番知られていないのです。私

たちは、法律を守って積極的に学んでいかなくてはいけない。とても難しいことなのです
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が、学んでいこうと。その芽は育ってきていると申し上げたいと思います。 

以上です。どうもありがとうございます。 

 

○堀口委員 松永さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、最後、４番目なのですけれども、日本生活協同組合連合会の鬼武部長にお願

いします。 

 

○鬼武氏 日本生協連の鬼武です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 お手元の講演資料は24枚で、数が多いので、これを全部報告していると、多分、30分か

かりますので、スキップをしてお話をさせていただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

 最初は、生活協同組合ということで、どこから来たかということで、18世紀の終わりぐ

らい、英国のマンチェスターにロッジデールという小さな町がありますが、そこにお店を

つくってということで、その当時は非常に困窮した人たちが、労働者の階級の人たちがい

て、先ほど宮城島さんの話では、ＷＨＯの人は１ドルということだったのですが、13人の

パイオニアの人たちは、協同組合という思想で、１ポンドずつお金を出して協同組合とい

うものをつくることができたと聞いております。 

一方、日本では、戦前からありましたのは、第１代目の会長であります賀川豊彦が、平

和活動家であり、キリスト教信者でありまして、いろいろな活動に従事をしまして、その

中で協同組合という思想も、私どもの協同組合が戦後できたものでございます。 

 次のページは生協の概要ですけれども、北海道から沖縄まで、生活協同組合というもの

がございまして、私は今日、何の立場かというと、消費者団体の組織でもありますし、一

方でコープブランドという商品も扱っておりますので、事業者と両面を持っているという

ことであります。下の、いつもこれも使うのですけれども、コープブランド、コープ商品

ということで4,000品目ありますけれども、オリジナルは、一番自信を持って言えるのはミ

ックスキャロットということで、小学校からのお子さん、日本人は一番ニンジンが嫌いだ

ということで、それをどうしてか食べさせたいということで、ミックスジュースをつくっ

たということでございます。 

 昨年からですけれども、コープ商品についてはブランド刷新ということで、ブランドメ

ッセージとか、今まで、コープというと、ださいというか、あまり洗練されていませんの

で、そういうものを少し変えていこうという形でやっている。これが生協のお話でありま

す。 

 続きまして、食品の安全性について、ここにいらっしゃる方は既に御存じのことと思い

ますが、全体的なことで私の気づいていることを申し上げたいと思っています。 

 まずは、やはりグローバリゼーションということで、貿易がいろいろ行われて、そうい

う中で物が移動する、旅行する、観光する、そういう中でテロ行為もあるということがあ
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って、そういう中で食品安全が脅かされるということが当然あるのだと思っております。 

 その次のページは、ＩＦＡＨというところの年次レポートから、2012年と少し古いもの

ですけれども、引用させていただいているものです。人と動物の生態系の関係がどうつな

がっているかを示したものでありまして、生態系というのは、人が生活をしていく中で、

過去40年の間にいろいろな形で新興感染症がふえてきたりということで、それは土地が浸

食されたりしていることで起こっている。それから、食用動物の病気が世界規模で、大体

20％の生産の損失になっている。それから、人の健康ということになると、全ての人の疾

病はということで、家畜生産された食用肉を食べたり、もしくはペット、動物と接するこ

とで病気になることを起源としている、食品を媒介する感染症が60％に至っているという

ことでございます。こういうことが今の食品安全全体、世界的に見て、日本をそういう中

で見ていく上でも重要な視点かと思います。 

 その次のスライドですけれども、ＦＡＯが数年前に出して、ＷＨＯもその前に４項目ぐ

らい出していましたけれども、今、地球規模で食品安全の問題が重要な課題になっている

ことを述べた資料でありまして、そういう中で、農業規範とか気候が変化して、高温下に

なっている。人と行動と生態系の変化をしてきたり、科学分析技術が高度化してきていま

すから、その中で従来はわからなかったこと、ハザード、危害みたいなものも検知できる

ようになったということで、先ほどのアクリルアミドとか、キャンピロバクターというの

は20年ぐらい前にはわからなかったことだと思います。 

 これは御存じのようにリスクアナリシスということで、３つの要素がある。アセスメン

トとリスクマネジメントとコミュニケーションということでございます。 

 少しお話は変わりまして、これは全国の組合の4,000人ぐらいの調査報告書で、今、心配

な社会問題ということで、何と言っても、私もそろそろ近くなっていますけれども、年金

の問題がどうなのか、それから、高齢化社会、医療制度、地震災害というのが上位の４つ

に入ってきております。 

そういう中で、生協への期待については、やはり食品の安全性と、その次には鮮度や品

質向上、それから、低価格、この３つが上位になっているということでございます。 

 それから、私ども、商品についてのいろいろなお問い合わせが年間に６万件、日にする

と200件ぐらいお問い合わせが来るのですけれども、ここに書いてあるような商品の使用

とか、購入希望とか、あと多いのは、どうしてもラベル表示になっておりますので、ラベ

ル表示から見て、いつまでおいしく食べられるとか、封をあけたのだけれども、いつまで

もつかというようなお問い合わせも結構多くなってきております。 

 食品安全性行政、少し俯瞰をしてみますと、20年ぐらい振り返ってみますと、1995年に

食品衛生法が改正になって、ＷＴＯに加盟したり、国際化になってきます。その次に行わ

れた2003年の食品衛生法の改正、食品安全基本法の制定という中で、３つの要素に分ける

ということで、リスク評価機関として食品安全委員会もできたということでございます。

その後、もう一回大きな事故が起こって、消費者庁、消費者委員会が2009年にできて、2015
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年には、厚生労働省も農林水産省も、再編によって名前が変わったり、食品安全委員会も

新しく室ができたりということでございます。 

そういう中で、生協の役割は何か。食品安全について、私どもの主な業務として、2003

年、食品安全委員会ができたときも、とにかく関心を持って、そのときの専務が、とにか

くパブリックコメントを出し続けなさいと言われまして、素人ながらですけれども、四苦

八苦をしまして、2016年２月まで集計をしましたら、100件超えましたので、とりあえず及

第点には至っているのではないかと思ってございます。食品安全委員会が大体60件、厚生

労働省、農林水産省、それから、2009年以降できた消費者庁に対しても12件、表示の関係

で出しているということでございます。 

 あと３分ぐらいですけれども、残りのところで、話は少し変わりまして、生活協同組合

では、東日本大震災の後、福島県下で、メンバーの方、消費者の方から不安に思われてい

るということで、毎年、食事からの放射性物質の摂取量調査をしておりまして、その結果

について、ことしも実は報告をしております。263世帯、福島県下は100世帯でありまして、

２日間、６食分を集めて、放射性同位元素をはかるということで、結構大変なのですけれ

ども、200以上の世帯に御協力をいただいて、こういうものをとった。 

 その結果、タイミングがよかったのか悪かったのかわかりませんけれども、朝日新聞に

豆粒ぐらい載った記事がありますが、2011年度は放射性物質が環境中に出ておりますから、

５ベクレルぐらい出ていますけれども、最近の2014年、2015年のところは出ていないとい

うことでございます。そういう面では、消費者の方に放射性物質がどれぐらいの汚染濃度

にあるかという情報についても適切な情報提供をしていきたいということでやったことで

ございます。 

 最後に、今日はＤＡＬＹｓの話もありましたし、2006年にOur foodという、先ほど宮城

島先生からお話がありましたハーバーさんもこの著者の一人になっています。364ページ

の報告書があるのですけれども、そこにオランダの食品、要するに、ＤＡＬＹｓから見て、

いろいろなリスクを見積もったものがございます。 

なぜこれを使ったか。そのときは、佐藤先生にもアドバイザーとして入っていただいて、

生協が食品の添加物なり、農薬問題から少しずつ、ほかの重要な課題にシフトしていく中

で、どういうことを参考にするかということで、日本のデータがあればよかったのですけ

れども、なかったので、オランダの資料をもとにですけれども、ＤＡＬＹｓを見ていると、

主には左の赤いところにございますように、オランダの場合、食事が起因して損失になる

量が多いことが明らかになっております。 

詳細な表はその次に表になっておりますので、後でごらんいただければ、食事、それか

ら、その他の因子として微生物の因子なり、化学汚染の因子なりが続いておるということ

でありますが、どちらかというと、その影響量は小さいことが言えるかと思います。 

 その他、追加リスクとしては、かび毒であったり、製造工程でできる汚染物質というこ

とがありまして、私どもは、2012年以降ですけれども、従来の食品添加物とか残留農薬以
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上に、非意図的に食品中に生成される化学物質であったり、そういう汚染物質の管理をど

うにかしてやっていきたいということに、今、シフトをしているところで、こういう資料

をもとにつくったものでございます。 

 最後に、食品の安全性について、消費者が求めるものはどういうことかということです

けれども、農場から食卓までのフードチェーンの中での、このシステムについての一貫性

と透明性と公開性の点から、信頼感が置けることが重要な視点かと思っております。そう

いう意味では、明日につながるというよりも、過去と今日までの振り返りを、私自身、食

品の安全問題についてお話をさせていただきました。 

 御清聴ありがとうございました。 

 

○堀口委員 鬼武さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、早速始めたいと思いますが、今、パネラーのお話が終わったのですけれども、

宮城島先生からパネラーの方に御質問とか、何かありますでしょうか。 

 

○宮城島部長 ありがとうございます。私が質問するより、せっかく会場に聴衆が大勢お

られるので。 

 

○堀口委員 わかりました。宮城島先生の発表を含め、パネラーの方からほかのパネラー

の方に対して、資料の確認とか、御質問とか、ありますか。 

 ということで、それでは、今日の宮城島先生の御講演や、先ほどパネラーから情報提供

していただきましたが、御質問、御意見などをフロアのほうからいただければと思います

ので、挙手をしていただけると。はい、それでは。 

 

○質問者Ａ たびたびすみません。 

 宮城島先生の疾病のいろいろな現状ということにつきまして、データありがとうござい

ました。私が今パネルディスカッションに期待しますのは、リスク分析の中でリスク管理

ということをこれからやっていかなくてはいけないと思うのですけれども、その際に、例

えば、食文化というものが失われていく各国の状況がありますね。その背景には、政治と

か貿易とか、さまざまな政治的な要因、それから、食品生産が大幅に変わってきていると

いう状況があると思うのです。ですから、添加物とか、その問題につきましても、それが

どういう経過で出てきたかということがありますので、リスク評価をする際にも、主体が

違いますので、事業者がそういったものを大幅に使うような傾向がある中で、それをばく

露してしまうのは消費者であるという、主体の違いということがありますので、リスクの

高い、低いということがもっと総合的に考えられなければいけない。特に政治的な要因と

か、経済的な要因も含めて、リスク管理のあり方を見なければいけない。そういう議論が

必要ではないかということを感じておりますので、もし時間がありましたら、そういった
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こともぜひ討論の中で検討していただきたいと思います。 

 

○堀口委員 ありがとうございます。それでは、幾つか御質問いただいて、パネラーの方

にと思うのですが、ほかに御質問ある方いらっしゃいますか。そちらの女性の方。 

 

○質問者Ｂ 私からは２点質問があります。まず１点目には、遺伝子組換えに対する消費

者の意識についてなのですけれども、日本では現在、あまり肯定的とは言えないような風

潮があると思うのですけれども、実際のところ、アメリカなどの遺伝子組替え先進国では、

日本との意識の違いのようなものがあるのかですとか、あとは長期的に将来のことを考え

ると、食料難の時代が来た場合に、やはりそういうものは使用していく方向にあるのか、

あるいは、現在、食料難になっているような地域では、遺伝子組替えというものに関して

の意識はどうなのかということがまず１点です。 

 それから、２点目なのですけれども、グローバリゼーションというところの考え方につ

きまして、今、食品添加物ですとか、日本で使われているけれども、海外では使えない、

逆に海外では使えていますけれども、日本では使えていないといったものがあるかと思い

ますが、その辺の認可は今後、全世界で使えるような形になっていくのかどうかを教えて

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○堀口委員 ありがとうございます。 

 話があっちゃこっちゃ飛んでいるので、私の頭がばらばらになっているのですが、もう

一方ぐらい、先ほど手が挙がっていた、マスクの女性の方。 

 

○質問者Ｃ 今日の皆さんのお話の中で何点か共通事項があったと思うのですけれども、

リスクコミュニケーションでは、消費者に必要な情報を提供するということが１つあった

と思うのですけれども、その際に、消費者側がきちんと判断できるような教育が必要だと。

例えば、宮城島先生の話だと、統計に関する勉強が必要だという話があったり、松永さん

からは、実際の法律の中で、消費者は勉強しなければいけないことが規定されている。我々

はどんな勉強をしたらいいですかというところですね。実際、我々は情報提供されて、そ

れを判断して評価する、先ほど管理をしましょうみたいなお話があったのですけれども、

それに資する資質を我々は今、持ち得るのか。持っていないのであれば、それをどうやっ

て身につけていくのかというところを一つお聞かせいただけたらと思います。 

 

○堀口委員 ありがとうございます。 

 それでは、宮城島先生のスライドに確率論をとか、松永さんのスライドにも勉強の話が、

あと、畝山先生の、ジャガイモがいい教材になっているとか、いろいろお話がありました

が、今の御質問で、どのような勉強をしていったらよいのかということで、宮城島先生、
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何かアドバイスを。 

 

○宮城島部長 今の日本の文科省のカリキュラムだと、確率論は小学校の何年ぐらいから

始まるのでしょうね。御存じの方おられますか。 

 

○堀口委員 皆さん、お子さんがいらっしゃったりすると思うのですけれども、自分が教

えた経験とかで、何歳ごろかわかりますか。 

 

○宮城島部長 ひょっとしたら中学校でしょうか。小学校１年生は無理としても、掛け算、

割り算ができるようになったら、応用問題として既に始めてもいいと思うのですね。私の

感覚からすると、小学校の中学年ぐらいから、確率の考え方みたいなものは導入したほう

がいいのではないかと思います。外国の算数教育がどうなっているかを調べなければいけ

ないし、文科省の方は全く違うお考えがあるのかもしれませんが。さらに、確率論もとて

も大切ですが、その外に、人生観というのですか、死生観というのですか、そういうもの

も涵養も必要かもしれませんね。死の忌避を絶対化するのはどこか不自然です。日本人と

いうのは、生と死があまりせめぎ合うのではなくて、もう少しスムーズに死を受け入れる

ような世界観も伝統的に持ち合わせています。思いつきですが、確率論の素地だけでなく

死生観みたいなものもリスクに向き合う我々の態度に関係してくるのかなという気がしま

すね。 

 

○堀口委員 ありがとうございます。松永さんから何か追加でありませんか。 

 

○松永氏 確率の前段階で、食べる量によって違うのだよというところは、せめて小学生

のときにきちっと教わるということを、早く文科省に導入してもらいたいなと思いますけ

れども、それを言ってしまうと、自らの解決から逃げてしまうというふうにも思います。

文科省が全然変わらないのは皆さんよく御存じのとおりなわけですね。ですので、それを

希望しつつ何ができるかというと、こういう概念をいかに生活におろした形で情報提供で

きるかと。それは私が問われていることであり、食品安全委員会も問われていることなの

だと思います。ちょっと難しいことを、暮らしの中で、実は私たち、確率というのをちょ

っと意識してやっているのだよとか、量にしても、実は医薬品で意識していますねみたい

なことと食の問題を、どういうふうにリンクしながらその情報を落とし込むかということ

を、一人一人がその視点を持つということが結構大事です。それには、繰り返しますが、

サポートする役割があるのですね。そこが食品安全委員会とか、農水省とか、厚労省とか、

私とか、いろいろなところで落とし込むための、共感できる言葉で伝えていくということ

をまずやっていけたらいいなと思っています。 
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○堀口委員 ありがとうございます。畝山先生、ジャガイモの教材提供がありましたが、

畝山先生のお考えはいかがでしょうか。 

 

○畝山氏 消費者が勉強したいというのはとてもいいのですけれども、勉強する時間も暇

もないという場合だってあると思うのです。そういう人に対しては、国を信じてください、

食品安全委員会を信じてください、いろいろなものを食べてというのでもいい。それ以上

知りたいのであれば、何とかの真実を暴くみたいないい加減な情報には行かない。学校の

先生に言いたいことは、知らないのに知っているふりをしないでほしいということです。

知らないことをまず知っていただきたいということです。 

 

○堀口委員 追加で、川村先生、学生にも接していると思うのですけれども、何か感じる

ことはありますか。 

 

○川村氏 日本は、小学生のころなどは特にそうですけれども、「なせばなる、なさねばな

らぬ何事も ならぬは人のなさぬなりけり」というか、そういう１・ゼロの教育をずっと

やってきて、精神論的なものが多かったですね。それから、医学の世界でも、伝統的にド

イツ医学の影響が大きくて、この病気はこれによって起こるという、割と因果の関係を明

確にする時期があったのですね。最近は英米流の確率論が入ってきていますけれども、伝

統的に決定論的な物の考え方をしてきたので、小学校の高学年ぐらいから、確率といいま

すか、確率だけではなくて、総合化と一緒にやらないといけないと思うのですが、いろい

ろなところにいろいろな側面があって、それぞれがどのくらいの確率で起きて、いろいろ

な側面があって、食品でも、有害性もあるけれども栄養の要素もある、それから、幾つか

の食品の間で相互作用もあったりするというような、複雑な絡みの中で世の中はできてい

るのですよと、これは食品に限らず人間関係も何でもそうなのですけれども、それをいか

にわかりやすく教えるのかというところが難しいのだと思います。 

大学生も、教養過程などで食についてもお話をするのですけれども、レポートを書いた

り、試験をやらせてみると、やはりわかっていないというか、わかってくれにくいところ

があって、確率的な物の考え方にそもそもなじんでいないというところがあるので、ゲー

ムでもいいので、一番近いところだと受験の合格確率などが出てきますけれども、身近な

ところのテーマをとって、教える教材を、食品安全だけではなく日本の中で賢く生きてい

くためのツールとしてそういうものをつくらなければいけないなと、今、思っています。

思うだけですけれども。 

 

○堀口委員 ありがとうございます。鬼武さん、関係ないと思っていたら大きな間違いで、

生協の会員向けの学習会とか、よくされていると思いますが、その中でも、子供向けとか、

いろいろされていると思うのですけれども。 
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○鬼武氏 そうですね。人事ではないですね。生活協同組合、若いお母さんたちから年配

の方、いっぱい入っていただいていますので、そういう中で、全国でやるのは、その年に

トピックスとなるようなテーマで、放射性事故があった後には、やはり放射性物質の食品

中の問題でありますとか、特に水産物について、２年ぐらい前かな、かなり新聞をにぎわ

せたので、そういうテーマをやるということをやっていました。それから、地域のほうで

は、もっと身近な、小さなお子さん方を持っている方たちが集まって勉強会をすることが

ありますので、そこではいろいろなテーマがあると思います。過去には、堀口さんにつく

っていただきましたアレルゲンのトランプ、実はもう廃盤になってしまいまして。 

 

○堀口委員 あれは今、足りなくて困っているのです。 

 

○鬼武氏 そうですか。そういうのもありますので、そういうツール、教育というか、遊

びながら学べる、特に私どもは身近に食べ物、商品というものがありますから、それを見

ながら、実際につくられ方がどうであるのかというのも勉強していくのが重要なテーマか

なと思っています。 

それと、先ほどもう一つあって、食品の安全で、多分、食べ物のことをよく知らないと

いうことで、大学生の農学関係の方に遺伝子組替えの話をするときに、綿は食べられる、

食用油ということを100％知らないですね。綿実油を知らないということが１つあった。 

あと、もう一つ、先ほどのリスクコミュニケーションの話が、この前、うちのワーキン

ググループの食品安全委員会でもあったのですけれども、大学もそうですけれども、不確

実性というのを日本は教えないらしいのですね。という話を聞いて、私、実は不確実性が

一番好きなのですね。アバウトな人間なものですから。不確実性があったら、非常に私が

救われると思いますので、そういうことについてもきちんと学校で教えるべきではないか

と思っています。少し長くなりましたが、終わりです。 

 

○堀口委員 ありがとうございます。 

 それで、前にフロアからいただいた御質問で、グローバリゼーションの話の中から、添

加物で、海外で使われていて、日本で使われなくてというところが今後どうなっていくの

かという話と、まさにグローバリゼーションのところで、リスク管理の中で政治的なこと、

食文化のこと、食品の生産のこと、全体を考えていかなければいけないのだろうと思うの

ですけれども、その２つに関して、各論と総論かもしれないのですけれども、宮城島先生

からコメントいただければと思います。 

 

○宮城島部長 ありがとうございます。少しずつ食品安全の規制は世界で共通化の方向に

進んでいくのだろうと思います。どの国も自分たちだけで食料需給は賄えなくなっている
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し、ＷＴＯができた1995年、あるいはもっと前の時代から、日本も日本以外の国もＧＡＴ

Ｔのルールに署名して加わったわけですね。ＧＡＴＴの基本が内国待遇、つまり、外国の

産品と自分の産品を差別してはいけないという考え方です。そもそもＧＡＴＴ自体が、ブ

ロック経済化を進めると世界戦争になるという反省から生まれたようなところがあります。

その延長線上にＷＴＯがあります。 

今、ドーハのラウンドが暗礁に乗り上げてしまって、多国間の貿易枠組みの仕組みに対

する不信感というか、余り先行きの透明感がない中で、２国間の、例えば、日本とＥＵと

か、あるいは一部の地域だけのＴＴＰだとか、そういうところに重点が移っています。Ｗ

ＴＯの仕組みがちょっと風邪を引いていますけれども、２国間や複数国家間の貿易協定に

しても、基本は国際基準に基づいて市場を開放して規制を共通化しようという方向に向か

っていますから、いずれはグローバル化へ向かっていくと思います。 

ただ、21世紀になっても、国際社会は主権国家の集まりですから、遺伝子組替え食品を

認可するとか、この食品添加物を認可するというのはどうしても、100年後はわかりません

けれども、この先50年ぐらいは主権国家としての各国政府の仕事になるでしょうね。今、

共通化というのは何かというと、リスク評価の仕方の共通化を図っているわけです。要す

るに、Ａという国で認可されたものは自動的にＢという国で認可されるとか、その逆とか。

それはオーストラリアとニュージーランドの間でやっていますけれども、普通はやってい

ないわけですね。モノの共通化ではなく、手続きの共通化。 

そうすると、例えば、食品添加物メーカーにしてみたら、認可を得るためには、膨大な

お金、つまり申請に関する直接の費用だけでなく、安全性を検証するデータをつくる費用

がかかりますね。そうすると、その物質を大量に使ってくれそうなＡ国では申請する。そ

して安全だと認められれば認可される。ところがＢ国ではあまり使ってくれそうもない。

それなのに申請するには同じだけの手間がかかりますから、Ｂ国では申請しないというケ

ースが出るわけです。そうすると、同じ食品添加物なのだけれども、Ａ国では認可されて、

Ｂ国では認可されない。それは何もＢ国が危険だと思ったから認可しないのではなくて、

そもそも申請が出てこない。そういう登録上の凹凸の問題は残るでしょうけれども、全体

としては共通化する方向に進んでいくのではないでしょうか。 

 

○堀口委員 姫田局長、最近、国際機関にもお出かけになり、いろいろ連携を始めている

ところなので、お願いします。 

 

○姫田局長 今、宮城島さんがおっしゃったのと少しかぶるかもしれませんけれども、今、

北米、アメリカ、カナダと、それからＥＵ、そしてオーストラリア、ニュージーランド、

そして日本、これらの国は、基本的なリスクアナリシスの考え方は同じです。ただ、それ

を30年前にアメリカが取り入れ、20年前にＥＵが取り入れ、10年少し前に日本が取り入れ

て食品安全委員会ができたのですけれども、まだまだ日本は十分追いついていないという
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のが現在の状況だろうと思っております。というのは、アメリカに比べると30年遅れてい

る。今、一生懸命追いつこうとしております。日本で十数年前に認可されたものがまだ残

ってしまってというのはありますけれども、食品安全委員会がリスク評価して進めていっ

ているというのが１つです。 

 ただ、もう一方で、日本で必要がない、必ずしもメーカーから申請がないものについて

は、海外で評価されているものであっても、申請がないものですから、使えるようにはな

らないということもあります。その逆も当然あります。 

 もう一方で、食品安全委員会は、ＡＤＩ、人が毎日摂っても大丈夫な量とか、ＡＲｆＤ、

１回当たり摂っても大丈夫な量とか、そういうものを決めていくのですけれども、当然、

厚生労働省とか農林水産省は、日本の生産に合わせた農薬の使用基準があって、その残留

量を決めていきます。ですから、日本の農業に合った農薬の基準が決まる。ですから、当

然、作物ごとには、アメリカと日本とが同じわけがない。いわゆる基準値というのは必ず

しも一緒にはならない。ＡＤＩは同じ考え方でつけられます。ＡＲｆＤも同じ考え方でつ

けられます。その国、その国の特徴があるから、相互に一緒になってやっていこうという

ことで私どもは連携を図っていって、同じデータが使えるように。残念ながら、データと

いうのは、それぞれの国に提出されていて、結構おもしろいのは、ＥＵに出されるのと日

本に出されるのが必ずしもフルセットで同じではなかったり、いろいろするわけで、お互

いが情報交換していこうではないかということも始めております。そういう意味で、同じ

ような評価ができることをやっていこうと。 

一方で、ＴＰＰとかＷＴＯの関税引き下げをよく思っていない方々は、ＴＰＰとかＷＴ

Ｏをやると、アメリカやＥＵの基準を無理やりのまされると。実は、考え方はアメリカと

ＥＵと日本と全く変わらないのです。だから、ＷＴＯとかＴＰＰが進んでも、食品安全に

関しては変わらない。今回のＴＰＰの枠組みも全くそのとおりです。ひょっとしたら困る

国があるとすれば、今言った４つの極以外の国は、それをのまされるかもしれない。ただ、

それらの国も、コーデックスのルールを使っていることが多く、日本やアメリカやヨーロ

ッパのように、自分たちの国に合わせた、自分たちで評価した基準で追加的な基準、ある

いはその国に合わせた基準をつくることはできないけれども、コーデックスの基準ではで

きるので、食品安全については、科学的以外にやるという取組はないという状況だと思っ

ております。 

 

○堀口委員 ありがとうございます。委員長、委員長のお立場で、この間、ミラノにも行

かれましたし、コメントを。 

 

○佐藤委員長 グローバリゼーションの中でどうしていくのかというお話だと思うのです

けれども、リスク評価について言えば、今、局長からも、ＡＤＩとかは大体一緒だよとい

う話が出ましたけれども、人間の健康に基づいてやるものだから、そう変わるはずはない
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のだろうと思っています。多少考え方が違うので変わるのだろうと思うのですけれども、

それは科学者の中で、いろいろデータを見ながら、あるいはデータを追加しながら、実験

や調査研究をやりながら合わせていくというか、意図的に合わせるというか、そういうこ

とを検討していけば、共通なものになっていくのだろうと思われます。ただ、リスク管理

においては、今、姫田局長からも話があったように、その国のいろいろな生産の様式とか、

あるいはもしかすると食文化によっていろいろな違いが出てきても、それはそれでいいの

だろうと思っております。 

 

○堀口委員 ありがとうございました。ほかにパネラーの先生方、今のことで何かつけ加

えとかありませんか。どうぞ。 

 

○姫田局長 遺伝子組換えのお話があったと思うのですけれども、遺伝子組換えについて

言うと、まず、それぞれの国で、意識していたり、意識していなかったりすることがいっ

ぱいあって、今、大きな生産量で使われているのは、トウモロコシですとか、大豆だとか、

油糧種子だったり、それから、家畜用の餌だったりするものです。ですから、直接タンパ

ク質が口に入るものはありません。一方でトウモロコシは組換え体になって、大体４割ぐ

らい生産量がふえたのです。ですから、毎年2,000万人ぐらいの方が餓死されている地球上

で、どれだけの方が救われているかというのがあるかと思います。 

 もう一方で、私はハワイに行ったことがないのですけれども、ハワイへ行くと、皆さん、

パパイヤを食べられたと思うのですけれども、パパイヤは全部組換え体です。多分、今あ

るのはほとんど全部が組換え体だろうと思います。でないと、台風で倒れてしまって育た

ないようなものになってしまっています。それぞれの意識の中で、実際、日常食べる物に

ついて、これから新たに小麦の組換え体が、もう既にアメリカでは、通っていますけれど

も実際に使うのかどうかという状況になっていて、これは科学的な問題だけではなくて、

コンセンサスが得られるのかどうかは今後の課題かなという感じがしています。 

 

○堀口委員 次長、遺伝子組換えの専門家なので、一言。 

 

○東條次長 遺伝子組換えについて、先ほど、他の国での理解と、日本はどうなのか、そ

ういう比較のお話があったかと思うのですけれども、残念ながら、世界的にリスクの受け

入れというか、遺伝子組換えを受け入れるかどうかということについて比較をしたという

か、そういうのはなかなかないのだろうと思います。ヨーロッパの場合はユーロバロメー

ターで各国比較をしたようなのが確かあったと思うのですけれども、全般的に私が感じて

いますのは、ヨーロッパの方は結構厳しい評価が多いのかなと思っています。ただ、ヨー

ロッパの中でもいろいろ差があって、イギリスは最近、比較的前向きな捉え方をしている

ところがあると思います。アメリカは、農業国なので、先ほど局長も言われたように、ト
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ウモロコシとか、大豆とか、ほとんど遺伝子組換えということもあって、農業国ならでは

の理解が進んでいるところがあるのでしょうけれども、片や、アメリカにおいては表示の

問題が、州によっては表示をすべきという議論がされたりしているということで、アメリ

カといっても、必ずしも一枚岩ではないという感じもします。 

 日本については、これも統計はないのですけれども、最近は比較的落ち着いた議論にな

っているのではないかと思っていまして、日本は使う側であり、輸入する商品に遺伝子組

換えは多いのですけれども、比較的冷静に、きちんと受け入れているのではないかと思い

ます。 

 さっきのつけ足しで言いますと、ヨーロッパの場合はＥＦＳＡがリスク評価をやってい

ますけれども、ＥＦＳＡが安全だと言ったものについて、さっき宮城島さんの話にもあり

ましたように、各国においてそれを受け入れるか、受け入れないかという議論がもう一段

階あるということで、それによって国による対応が違ってきている。なので、国によって

受け入れ方には差があるかなと思います。 

 

○堀口委員 ありがとうございました。 

 今日、皆さんにお配りした食品安全の黄色い冊子の裏に私の写真があるのですが、図が

ありまして、リスクコミュニケーションのステップというのがありまして、今日、高崎さ

んのスライドにもあったのですけれども、シンポジウムなどでは、情報共有が図れるとこ

ろまでが精一杯の段階になっておりますので、時間もぎりぎりというところで、３つ御質

問を受けさせていただきましたが、時間もちょうどなところに来たので、ぎりぎりである

ことを理解していただきまして、これにてこのディスカッションを、シンポジウムを終了

したいと思います。皆さん、御協力どうもありがとうございました。 

 司会進行を事務局にお任せいたします。どうもありがとうございました。 

 

○高崎室長 本日は、皆様、熱心な御意見、御質問等ありがとうございました。 

 それでは、最後に、食品安全委員長事務局の姫田より閉会の御挨拶を申し上げます。 

 

○姫田局長 今日は、お忙しい中、皆様、どうもありがとうございました。また、宮城島

先生におかれては、遠い中、御帰国いただき、ありがとうございました。 

今日は、宮城島先生をはじめとした科学の最先端の方々、それから、リスクコミュニケ

ーションとしてはトップクラスのお二方をお呼びさせていただいて、こういう会議を開か

せていただきました。その中で、どう情報のバイアスがあるかということもお話があった

と思います。そして、消費者がリスクをみずから管理するのだろうということ、その御議

論があった中で、畝山さんがありがたいことを言っていただいたのは、わからないとき、

どうしたらいい、とりあえず食品安全委員会を信じてくれとおっしゃった。実は、リスク

コミュニケーションというのは、要するに国が信じられないからやらないといけないわけ
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でして、その中で、私ども、常々、サイエンティフィックな情報をどう皆さん方にお届け

するかということを考えております。できるだけ早くというのは、国民の皆さんだけでは

なくて、きょうもこちらに来られていますけれども、ライターの皆さん方が早く私どもの

情報を手にしていただいて、そして国民の皆さん方にうまく情報を伝えていただければと

思っております。 

そういう意味では、バイアスがないと思っていたのですが、松永さんのお話を聞いて、

やはりバイアスはあるのだなと思いながらも、できるだけバイアスのない情報を、科学に

寄り添った情報をしっかりと情報発信していく、できるだけ早く情報発信していくことが、

食品安全委員会としての一つの重要な仕事だと思っています。もちろん一番大事なのは、

リスク評価を科学的にしていく、それもできるだけ早くしていって、国民にとっても、産

業にとっても、よりよいものがより早く使えること、あるいはリスクが高いものをできる

だけ早く、適切にリスク管理ができることを考えていきたいと思っております。 

最後になりましたけれども、宮城島さんにおかれましては、戻られまして、日本だけで

はなくて、世界の食品安全のためにさらに御努力いただければ幸いと思っております。 

本日はどうも、皆さん方、ありがとうございました。 

 

○高崎室長 以上をもちまして食品安全委員会国際専門家招へいプログラム「食品安全の

明日をともに考える国際シンポジウム」を終了いたします。 

 最後に、スイスからお越しいただきました宮城島先生、また、パネリストの先生方に盛

大な拍手をお願いいたします。 

なお、お手元にアンケートを御用意しておりますので、ぜひ御意見等御記入の上、帰り

に御提出いただけましたら幸いです。御協力よろしくお願いいたします。 

 また、本日配布した資料にもございますが、食品安全委員会では、ホームページでの情

報提供のほかに、メールマガジンの配信、フェイスブック、ブログでの情報提供も行って

おります。ぜひ御活用いただければと思います。 

 本日は、年度末のお忙しい中、お越しくださいまして、本当にありがとうございました。

お気をつけてお帰りください。 


